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1０３ 不当保全処分による損害賠償資任Ｈ（玉城）

第
四
章
原
状
回
復
義
務
と
損
害
賠
償
責
任

第
三
章
保
全
訴
訟
・
本
案
訴
訟
と
損
害
賠
償
請
求
訴
訟

第
三
節
被
保
全
権
利
の
事
後
的
欠
峡

第
二
章
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
そ
の
他
と
損
害
賠
償
責
任

第
一
章
被
保
全
権
利
の
決
快
と
損
害
賠
償
責
任

序
論

第
一
節
保
全
処
分
取
梢
・
本
案
訴
訟
債
権
者
敗
訴
と
損
害
賠
償
責
任

第
二
節
保
全
訴
訟
と
損
害
賠
償
請
求
訴
訟

第
三
節
本
案
訴
訟
と
損
害
賠
償
請
求
訴
訟

第
二
節
訴
訟
要
件
の
欠
峡
、
抵
触
保
全
処
分

第
三
節
起
訴
命
令
不
遵
守
に
よ
る
取
梢

第
一
節
保
全
の
必
要
性
の
欠
映

第
二
節
過
失
責
任
説
と
無
過
失
責
任
説

第
一
節
違
法
性
、
故
意
６
過
失
、
過
失
の
推
定
（
以
上
本
号
）

不
当
保
全
処
分
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任

（
一
）

玉

城

熱
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保
全
処
分
（
仮
差
押
・
仮
処
分
）
が
発
令
ざ
れ
執
行
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
そ
れ
が
真
実
は
被
保
全
権
利
ま
た
は
保
全
の
必
要
性
を

欠
く
不
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
、
そ
の
保
全
処
分
の
利
用
は
（
広
義
の
）
不
法
行
為
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
債

務
者
に
生
じ
た
損
害
に
つ
き
債
権
者
の
賠
償
責
任
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
が
従
来
、
不
当
保
全
処
分
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
と
し
て

ｊ

論
じ
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
ぷ
。

保
全
処
分
制
度
に
と
っ
て
不
当
保
全
処
分
の
生
じ
る
危
険
は
必
然
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
制
度
自
体
が
不
当
保
全
処
分
の
生
じ
う

る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
。
保
全
処
分
の
発
令
要
件
は
、
被
保
全
権
利
と
保
全
の
必
要
性
の
存
在
の
証
明
で
は
な
く
、
疎

明
で
足
り
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
民
訴
法
七
四
○
条
二
項
）
。
し
か
も
そ
の
疎
明
さ
え
も
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
り
債
権
者
の
立
保

証
で
代
替
・
補
充
し
う
る
こ
と
を
法
は
認
め
て
い
る
（
民
訴
法
七
四
一
条
二
項
一
一
一
項
）
。
し
た
が
っ
て
、
の
ち
に
な
っ
て
真
実
は
被

保
全
権
利
ま
た
は
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
し
て
い
た
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
不
当
保
全
処
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
が

あ
り
う
る
こ
と
は
、
保
全
処
分
の
発
令
要
件
に
お
い
て
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
保
全
処
分
の
発
令
要
件
と
し
て
、
被
保
全
権
利
な
ら
び
に
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
で
は
な
く
証
明
を
要
求
す
る
な
ら

ば
、
不
当
保
全
処
分
の
生
じ
る
危
険
は
な
い
。
し
か
し
、
保
全
処
分
は
、
通
常
訴
訟
で
の
証
明
に
よ
る
勝
訴
を
待
っ
て
い
た
の
で
は
債

権
者
に
著
し
い
損
害
が
生
じ
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
（
保
全
の
必
要
性
）
、
被
保
全
権
利
を
疎
明
す
れ
ば
、
も
し
く
は
裁
判
所
の

裁
量
に
よ
り
債
権
者
が
保
証
を
立
て
れ
ば
、
暫
定
的
な
保
護
を
与
え
よ
う
と
い
う
制
度
な
の
で
あ
る
か
ら
、
保
全
処
分
の
発
令
要
件

１

２

と
し
て
被
保
全
権
利
の
証
明
を
要
求
す
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
り
、
保
全
処
分
制
度
の
否
定
を
意
味
す
ぶ
。
保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て

は
、
こ
の
よ
う
な
証
明
の
要
求
そ
く
保
全
処
分
制
度
の
否
定
と
い
う
関
係
は
存
し
な
い
が
、
保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
、
証
明

を
要
求
す
る
こ
と
は
保
全
処
分
の
迅
速
性
を
害
す
る
も
の
と
し
て
、
被
保
全
権
利
と
同
じ
く
疎
明
で
足
り
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

序
論
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こ
の
よ
う
に
、
保
全
処
分
が
正
当
で
あ
る
た
め
の
要
件
、
す
な
わ
ち
被
保
全
権
利
一
な
ら
び
に
保
全
の
必
要
性
の
存
在
の
証
明
を

も
っ
て
保
全
処
分
の
発
令
要
件
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
不
当
保
全
処
分
が
あ
る
程
度
発
生
す
る
こ
と
は
、
保
全

く
３

処
分
制
度
自
体
が
当
然
予
定
し
て
い
る
う
え
に
、
実
際
の
運
用
に
お
い
て
、
不
当
保
全
処
分
の
発
令
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
被
保
全
権

利
お
よ
び
保
全
の
必
要
性
の
高
度
の
疎
明
を
要
求
す
る
こ
と
も
、
保
全
処
分
制
度
の
否
定
に
連
な
る
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
い

１

４

わ
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
不
当
保
全
処
分
の
あ
る
程
度
の
発
生
は
、
保
全
処
分
制
度
の
除
去
さ
れ
る
べ
き
副
作
用
で
は

５

な
く
、
必
要
悪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
副
。
こ
の
あ
る
程
度
必
要
悪
で
あ
る
不
当
保
全
処
分
を
い
か
に
規
律
す
る
か
は
、
保
全

処
分
制
度
を
有
し
て
い
る
以
上
、
当
然
の
制
度
的
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

不
当
保
全
処
分
に
よ
り
債
務
者
に
生
じ
た
損
害
を
誰
が
負
担
す
べ
き
か
は
、
そ
の
損
害
が
保
全
処
分
制
度
の
利
用
に
よ
っ
て
生
じ

６

た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
制
度
の
利
用
・
運
用
の
あ
り
方
い
か
ん
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
得
筑
、
一
般
の
不
法
行
為
の
ご

と
き
「
損
害
の
公
平
な
分
担
」
な
る
基
準
は
、
こ
こ
で
は
唯
一
の
基
準
で
は
あ
り
え
な
い
。

不
当
保
全
処
分
に
よ
り
債
務
者
に
生
じ
た
損
害
は
、
債
務
者
が
甘
受
す
る
か
、
債
権
者
が
全
部
ま
た
は
一
部
賠
償
す
る
か
し
か
な

い
。
こ
れ
に
対
し
、
立
法
論
な
い
し
は
理
想
論
と
し
て
、
そ
の
損
害
は
国
家
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
が
存
す
る
。
柳
川

真
佐
夫
氏
の
所
説
が
こ
れ
で
あ
り
、
沢
田
直
也
氏
も
、
こ
れ
に
「
共
感
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
が
、
お
そ
ら
く
凡
て
の
人
の

７

感
慨
で
あ
る
弐
・
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

柳
川
氏
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
「
本
来
保
全
処
分
制
度
は
、
訴
訟
遅
延
と
自
力
救
済
の
禁
止
の
矛
盾
の
救
済
と
し
て
認
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
危
険
は
本
来
国
家
が
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
不
当
保
全
処
分
の
責
任
は
、
国
家
が

負
担
し
、
国
家
に
お
い
て
損
害
を
補
償
す
る
の
が
適
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
所
は
債
権
者
に
保
証
を
供
せ
し
め

ず
し
て
適
当
な
保
全
処
分
を
発
令
し
得
べ
く
、
無
資
カ
な
債
権
者
も
等
し
く
法
の
実
質
的
保
護
を
受
け
得
る
こ
と
に
な
る
し
、
無
資
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力
な
ら
ず
と
も
、
負
担
や
責
任
の
重
い
為
に
保
全
処
分
の
申
請
を
ち
ゅ
う
ち
ょ
す
る
が
如
き
、
保
全
制
度
の
機
能
の
阻
害
を
排
除
し

』

Ｂ

得
る
効
果
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
債
務
者
の
保
護
は
、
責
任
者
が
国
家
で
あ
る
為
に
万
全
で
あ
ぶ
。
」

な
る
ほ
ど
福
祉
国
家
の
理
念
を
強
調
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
考
え
も
成
り
立
ち
得
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
保
全
処
分
発
令
時

０

に
お
け
る
立
保
証
の
問
題
は
と
も
か
く
と
し
江
、
不
当
保
全
処
分
に
よ
り
生
じ
た
損
害
（
し
か
も
そ
れ
は
時
と
し
て
莫
大
な
額
に
昇

り
う
る
）
は
、
国
家
の
設
営
し
た
制
度
の
利
用
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
、
所
詮
は
私
的
紛
争
を
機
縁
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
当
事
者
た
る
私
人
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
当
該
の
紛
争
の
局
外
者
た
る
一
般
国
民
の
負
担
と
す
る
こ
と
は
福
祉

国
家
理
念
の
誇
張
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
る
姻
・
ま
た
実
際
問
題
と
し
て
、
国
家
財
政
へ
の
圧
迫
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
裁
判
所

の
保
全
処
分
発
令
が
慎
重
に
な
り
す
ぎ
る
と
い
う
弊
害
が
生
じ
な
い
か
も
懸
念
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
発
言
に
賛
意
を
表
す

る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
が
、
た
だ
こ
の
発
言
に
、
不
当
保
全
処
分
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
い
か
に
規
律
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の

実
務
家
の
苦
悩
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

不
当
保
全
処
分
に
よ
る
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
の
中
心
は
、
賠
償
責
任
の
発
生
要
件
と
し
て
債
権
者
の

故
意
・
過
失
を
要
す
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
民
訴
法
（
Ｚ
Ｐ
ｏ
）
九
四
五
条
は
無
過
失
責
任
を
定
め
て
い
る
。
わ
が
国
の
民

訴
法
は
、
仮
執
行
に
関
し
て
は
そ
の
一
九
八
条
二
項
で
無
過
失
責
任
を
規
定
し
て
い
る
が
、
保
全
処
分
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
規
定

を
欠
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
保
全
処
分
の
特
殊
性
を
理
由
に
、
ま
た
仮
執
行
に
関
す
る
一
九
八
条
二
項
の
類
推
に
よ
り
債
権
者
は

無
過
失
責
任
を
負
う
べ
き
だ
と
す
る
無
過
失
責
任
説
と
、
債
権
者
の
過
失
を
推
定
す
る
に
と
ど
め
る
べ
き
だ
と
す
る
過
失
責
任
説
が

学
説
上
激
し
く
対
立
し
、
近
時
は
無
過
失
責
任
説
が
優
勢
で
あ
る
が
、
過
失
責
任
説
も
依
然
と
し
て
力
を
失
っ
て
い
な
い
。

判
例
は
、
賠
償
責
任
の
発
生
要
件
と
し
て
債
権
者
の
故
意
・
過
失
を
要
求
す
る
が
、
古
く
か
ら
債
権
者
の
過
失
を
推
定
す
る
も
の

が
見
ら
れ
、
戦
後
の
判
決
（
ほ
と
ん
ど
が
下
級
審
判
決
）
で
は
過
失
を
推
定
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
唯
一
の
最
高
裁
判
決



不当保全処分による損害賠償褒任Ｈ（玉城）1０７
（
最
判
昭
和
四
一
一
一
年
一
二
月
二
四
日
民
集
二
二
巻
一
一
一
一
号
三
四
二
八
頁
）
も
こ
れ
を
認
め
た
。
こ
の
中
に
あ
っ
て
、
さ
ら
に
無
過
失

責
任
を
認
め
る
ふ
た
つ
の
判
決
（
福
岡
地
小
倉
支
判
昭
和
四
一
一
年
一
一
一
月
二
六
日
判
例
時
報
五
一
一
八
号
六
九
頁
、
東
京
地
判
昭
和
四

五
年
五
月
一
一
一
○
日
判
例
時
報
六
二
号
四
五
頁
）
が
現
わ
れ
た
が
、
逆
に
判
決
理
由
中
で
無
過
失
責
任
を
明
ら
か
に
否
定
す
る
判
決
も
多
い
。

立
法
の
動
向
と
し
て
は
、
昭
和
四
一
一
一
年
に
公
表
さ
れ
た
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
（
第
二
次
試
案
）
は
無
過
失
責
任
説
を
採
用
し
て

り

い
た
が
（
第
一
一
一
一
一
一
七
『
、
昭
和
五
一
一
年
公
表
の
民
事
執
行
法
案
要
綱
で
は
、
保
全
処
分
に
関
し
て
は
今
回
の
改
正
の
範
囲
を
保
全

処
分
の
執
行
手
続
に
限
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
こ
の
点
も
立
法
化
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

右
の
学
説
・
判
例
の
情
況
お
よ
び
立
法
動
向
を
見
る
と
、
不
当
保
全
処
分
に
よ
る
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
い
か
に
規
律
す
る

か
は
、
近
時
ま
す
ま
す
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
痛
感
さ
れ
る
。
し
か
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
右
の
情
況
は
単
に
過
失

責
任
か
過
失
は
推
定
さ
れ
る
か
無
過
失
責
任
か
と
い
う
図
式
で
は
把
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
課
題
の
追
求
は
容
易
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
無
過
失
責
任
説
の
内
部
で
も
、
本
案
訴
訟
で
債
権
者
が
敗
訴
し
た
場
合
に
限
り
無
過
失
責
任
と

り
町

す
る
説
が
有
力
で
あ
卯
、
先
の
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
（
第
二
次
試
案
）
第
一
一
一
三
七
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
減
。
こ
の
立
場
で
は
、
保
全

の
必
要
性
の
欠
映
の
場
合
、
お
よ
び
被
保
全
権
利
欠
峡
で
も
そ
れ
が
本
案
訴
訟
で
確
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
（
本
案
訴
訟
が
未
提
起

の
場
合
あ
る
い
は
提
起
さ
れ
て
い
て
も
債
権
者
敗
訴
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
）
に
は
過
失
責
任
と
さ
れ
る
。
不
当
保
全
処
分

の
う
ち
被
保
全
権
利
の
欠
映
と
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
を
区
別
す
る
実
質
的
理
由
あ
り
や
否
や
、
ま
た
被
保
全
権
利
欠
映
で
も
そ
れ

が
本
案
訴
訟
で
確
定
さ
れ
た
か
否
か
で
区
別
す
る
合
理
的
理
由
あ
り
や
否
や
、
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
説
は
、
無
過

失
責
任
を
債
権
者
が
本
案
訴
訟
で
敗
訴
し
た
場
合
に
限
る
理
由
と
し
て
、
仮
執
行
に
関
し
無
過
失
責
任
を
規
定
す
る
民
訴
法
一
九
八

条
二
項
の
類
推
を
い
う
。
’
九
八
条
二
項
の
責
任
の
発
生
要
件
は
、
仮
執
行
宣
言
の
附
さ
れ
た
判
決
の
上
訴
審
に
お
け
る
取
梢
・
変

更
と
い
う
形
式
的
な
要
件
で
あ
り
、
仮
執
行
宣
言
当
時
の
訴
求
請
求
権
の
実
体
的
欠
映
と
い
う
よ
う
な
実
質
的
な
要
件
で
は
な
い
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（
本
稿
で
は
前
者
を
形
式
主
義
、
後
者
を
実
質
主
義
と
呼
鈍
）
。
こ
れ
に
対
し
、
不
当
保
全
処
分
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
の
発
生
要

５

件
は
、
従
来
、
被
保
全
権
利
ま
た
は
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
、
と
い
う
よ
う
に
実
質
主
義
に
よ
り
理
解
さ
れ
て
き
鄙
。
右
の
説
は
、

一
九
八
条
一
一
項
の
効
果
（
無
過
失
責
任
）
を
類
推
す
る
た
め
に
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
要
件
（
形
式
主
義
）
を
も
類
推
し
な
け
れ
ば

０

な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
の
よ
う
に
も
解
せ
ら
れ
劃
。
ま
た
判
例
に
は
、
先
の
昭
和
四
一
二
年
の
最
高
裁
を
は
じ
め
、
過
失
の
推
定
を

本
案
訴
訟
債
権
者
敗
訴
や
保
全
処
分
収
梢
に
か
か
ら
せ
る
も
の
が
少
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
、
不
当
保
全
処
分
に
よ
る
債
権

者
の
損
害
賠
償
責
任
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
実
質
主
義
・
形
式
主
義
の
問
題
と
も
関
連
し
て
、
本
案
訴
訟
債
権
者
敗
訴
な
い
し
保
全

処
分
取
消
と
賠
償
責
任
の
関
係
を
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

従
来
の
学
説
・
判
例
・
立
法
動
向
、
と
り
わ
け
判
例
の
情
況
を
見
る
と
、
そ
れ
以
外
に
も
検
討
す
べ
き
多
く
の
論
点
が
提
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
例
え
ば
、
被
保
全
権
利
や
保
全
の
必
要
性
が
事
後
的
に
消
滅
し
た
場
合
の
責
任
要
件
い
か
ん
、
被
保
全
権

利
や
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
の
ほ
か
、
起
訴
命
令
不
遵
守
に
よ
る
取
梢
（
民
訴
法
七
四
六
条
一
一
項
）
、
先
行
仮
処
分
と
の
抵
触
、
訴

訟
要
件
の
欠
映
等
も
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
か
、
本
案
訴
訟
債
権
者
敗
訴
が
被
保
全
権
利
欠
峡
を
確
定
し
な
い
場

合
が
あ
る
か
、
保
全
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
既
判
力
は
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
も
働
く
か
、
給
付
を
命
じ
る
仮
処
分
に
基
づ
い
て
債

権
者
の
受
け
た
給
付
の
返
還
（
原
状
回
復
）
の
要
件
、
等
々
。

本
稿
は
、
以
上
の
事
情
に
か
ん
が
み
、
不
当
保
全
処
分
に
よ
る
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
発
生
要
件
と
、
そ
れ
に
関
連
し
た
諸

問
題
を
総
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
保
全
処
分
を
機
縁
と
す
る
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
で
は

あ
っ
て
も
、
保
全
処
分
の
執
行
方
法
が
違
法
な
た
め
の
そ
れ
は
本
稿
の
対
象
外
と
す
る
。
こ
れ
は
保
全
処
分
の
執
行
に
限
ら
な
い
強

７

制
執
行
一
般
に
共
通
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
劃
・

以
下
、
第
一
章
と
第
一
一
章
で
は
、
従
来
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
実
質
主
義
に
よ
り
つ
つ
、
不
当
保
全
処
分
に
よ
る
債
権
者
の
損
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害
賠
償
責
任
の
発
生
要
件
を
論
じ
る
。

ま
ず
第
一
章
で
、
不
当
保
全
処
分
の
う
ち
被
保
全
権
利
欠
映
に
よ
る
も
の
の
み
を
扱
う
。
従
来
の
議
論
は
主
と
し
て
こ
の
場
合
を

念
頭
に
お
い
て
お
り
、
判
例
も
こ
れ
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
か
も
学
説
上
、
被
保
全
権
利
の
欠
峡
と
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
と
で
区

別
す
る
も
の
が
存
す
る
ほ
か
、
判
例
も
過
失
の
推
定
を
被
保
全
権
利
欠
映
の
場
合
に
限
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
に
は
繭
保
全
権
利
欠
映
に
は
見
ら
れ
な
い
特
殊
性
が
存
す
る
か
も
知
れ
ず
、
両
者
を
一
応
別
個

に
考
察
す
る
の
が
適
当
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
章
で
は
、
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
の
場
合
を
論
じ
る
ほ
か
、
い
わ
ば
広
義
の
不
当
保
全
処
分
と
し
て
、
被
保
全
権
利
の
欠
映

と
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
以
外
に
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
生
じ
る
場
合
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
。
訴
訟
要
件
の
欠
峡
、
抵
触
保

全
処
分
、
起
訴
命
令
不
遵
守
に
よ
り
取
消
さ
れ
た
保
全
処
分
等
が
対
象
と
な
る
。

第
三
章
で
は
、
保
全
訴
訟
・
本
案
訴
訟
と
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
関
係
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
論
じ
る
。
先
の
実
質
主
義
・
形
式
主

義
の
問
題
の
ほ
か
、
保
全
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
既
判
力
は
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
も
働
く
か
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
保
全
訴
訟
中

で
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
訴
訟
物
論
や
既
判
力
の
基
準
時
と
の
関
連
で
本
案
訴
訟
債
権
者
敗
訴
が
被
保
全
権
利
欠
映
を
確
定

し
な
い
場
合
が
あ
る
か
等
が
と
れ
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
特
殊
問
題
と
し
て
、
給
付
を
命
じ
る
仮
処
分
に
基
づ
い
て
債
権
者
の
受
け
た
給
付
は
、
仮
処
分
取
梢
の
み
で
直
ち

に
債
務
者
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
か
、
返
還
の
手
続
や
返
還
の
範
囲
い
か
ん
、
を
考
察
す
る
。
保
全
訴
訟
の
訴
訟
費
用
や
保
全
執
行
の

執
行
費
用
の
返
還
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
論
じ
よ
う
。

不
当
保
全
処
分
に
よ
る
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
問
題
は
、
実
体
法
と
訴
訟
法
の
微
妙
に
交
錯
す
る
難
問
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

本
稿
が
こ
の
問
題
の
解
明
に
一
歩
な
り
と
も
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
幸
い
で
あ
る
。
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⑤
松
浦
馨
Ⅱ
太
田
勇
「
仮
差
押
・
仮
処
分
の
実
態
ロ
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
二
号
一
○
八
頁
注
ｕ
は
「
正
常
な
仮
差
押
・
仮
処
分
制
度
の
運
用

は
、
不
法
な
仮
差
押
・
仮
処
分
が
あ
る
程
度
発
生
す
る
こ
と
を
当
然
予
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
余
り
に
少
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
問

佃
と
の
問
題
を
論
じ
た
わ
が
国
の
文
献
の
主
な
も
の
は
、
中
川
穀
「
不
当
仮
差
押
仮
処
分
と
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
」
司
法
研
究
報
告
書
二
○

輯
二
、
吉
川
大
二
郎
「
保
全
処
分
に
因
る
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
諸
問
題
」
保
全
処
分
の
研
究
四
一
一
一
七
頁
以
下
、
斎
藤
秀
夫
Ⅱ
桜
田
勝
義

「
保
全
処
分
と
損
害
賠
償
責
任
」
吉
川
大
二
郎
博
士
還
暦
記
念
保
全
処
分
の
体
系
上
巻
一
三
頁
以
下
、
古
崎
慶
長
「
違
法
な
仮
処
分
と
損
害
賠

償
責
任
」
松
村
俊
夫
裁
判
官
還
暦
記
念
仮
処
分
の
研
究
上
巻
三
○
七
頁
以
下
、
松
浦
馨
「
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
の
改
正
に
つ
い
て
口
四
」
判

例
時
報
八
一
一
一
六
号
三
頁
以
下
八
一
一
一
七
号
三
頁
以
下
。

②
ぐ
巴
・
国
①
日
目
．
□
す
の
『
島
①
ぐ
の
『
□
旨
。
冒
自
、
。
冊
曾
『
朋
匡
①
、
の
Ｈ
の
脚
巨
『
固
【
の
（
９
日
。
ｍ
９
の
⑪
９
日
：
目
、
の
『
ｇ
宮
黛
の
『
は
晒
佇
の
。

宵
司
の
の
（
く
の
同
冨
『
の
四
．
耳
の
ご
砕
可
且
⑩
月
日
・
ず
ぬ
の
『
儲
一
息
日
冗
円
頁
・
・
ｇ
ｇ
ｇ
厨
口
の
冒
鮮
滞
囚
・
患
（
】
塵
麗
）
叩
・
】
巴

③
ご
ｍ
］
・
句
１
冨
鱒
】
日
》
の
日
＆
の
口
脚
巨
日
の
】
ロ
輿
亀
の
』
】
侭
の
ロ
宛
の
ｏ
買
い
ｇ
冒
厨
（
］
①
①
『
）
・
の
．
ｇ

四
し
か
し
実
務
は
、
保
全
処
分
が
債
務
者
に
与
え
る
不
利
益
が
大
き
い
場
合
は
、
高
度
の
疎
明
を
要
求
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
実
務
の

運
用
方
法
に
つ
き
学
説
上
賛
否
両
論
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
野
村
秀
敏
「
保
全
訴
訟
と
本
案
訴
訟
（
二
．
完
）
」
民
商
法
雑
誌
七
九
巻
四
号

五
○
二
頁
以
下
参
照
。

は
、
不
法
な
仮
差
押
・

題
で
あ
る
巴
と
す
る
。

注吉
川
・
前
掲
四
三
七
頁
・

沢
田
直
也
・
保
全
執
行
法
試
釈
六
三
頁
。

柳
川
真
佐
夫
・
保
全
訴
訟
〔
補
訂
版
二
九
頁
。
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⑭
し
か
し
一
九
八
条
二
項
の
解
釈
上
、
こ
の
意
味
で
の
形
式
主
義
は
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
。
鈴
木
正
裕
「
判
決
の
法
律
要
件
的
効
力
」
山
本
戸

克
己
教
授
還
暦
記
念
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
下
巻
一
六
二
頁
以
下
参
照
。

旧
こ
れ
を
明
確
に
述
べ
る
も
の
は
、
松
岡
義
正
・
保
全
訴
訟
要
論
四
一
二
頁
。
ち
な
み
に
、
Ｚ
Ｐ
ｏ
九
四
五
条
の
「
保
全
処
分
が
当
初
よ
り
不

当
な
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
時
（
固
『
暑
の
》
”
一
ｍ
】
：
□
】
の
シ
ご
日
：
巨
畠
の
冒
畷
シ
『
『
の
②
（
の
②
。
：
爲
凰
口
円
巴
扇
ぎ
。
】
｜
】
用
口
ぐ
の
日
碕
目
、

四
一
⑩
８
口
シ
員
目
、
四
コ
目
、
臼
円
冒
［
円
二
ｍ
こ
」
の
意
味
に
つ
き
ド
イ
ツ
の
通
説
も
本
文
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
こ
れ
を
明
確
に
述
べ

⑪
前
述
庄
川
参
照
。

⑨
松
浦
「
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
の
改
正
に
つ
い
て
ロ
」
判
例
時
報
八
二
○
号
一
三
頁
は
、
保
全
処
分
発
令
時
に
ほ
と
ん
ど
常
に
立
保
証
を

命
じ
る
わ
が
国
の
実
務
の
運
用
は
疑
問
だ
と
す
る
。

⑩
こ
と
が
ら
は
大
部
異
な
る
が
、
第
三
債
務
者
に
対
す
る
取
立
訴
訟
は
国
家
機
関
が
行
な
い
敗
訴
し
た
場
合
の
訴
訟
費
用
も
執
行
債
権
者
に
過

失
な
き
限
り
国
家
が
負
担
す
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う
か
と
の
松
浦
馨
教
授
の
質
問
に
対
し
、
フ
リ
ッ
ッ
・
パ
ウ
ア
教
授
は
、
そ
う
な
る
と
大
蔵

大
臣
は
驚
い
て
両
手
を
頭
上
で
叩
く
だ
ろ
う
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
実
現
の
見
込
み
が
な
い
、
そ
う
い
う
考
え
は
社
会
国
家
原
理
の
誇
張
で
あ

る
、
と
答
え
、
中
田
淳
一
博
士
も
、
こ
の
考
え
は
社
会
国
家
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
し
て
も
根
拠
づ
け
ら
れ
え
な
い
、
と
述
べ
た
（
「
討
論
・

パ
ウ
ァ
教
授
『
金
銭
執
行
に
お
け
る
優
先
主
義
と
平
等
主
義
」
に
つ
い
て
」
民
事
訴
訟
雑
誌
一
五
号
六
九
頁
以
下
）
。

⑪
「
第
三
一
一
一
七
裁
判
所
は
、
本
案
訴
訟
に
お
い
て
被
保
全
権
利
の
不
存
在
を
理
由
と
す
る
債
権
者
敗
訴
の
判
決
を
す
る
と
き
は
、
債
務
者
の

申
立
て
に
よ
り
、
そ
の
判
決
に
お
い
て
仮
差
押
え
の
執
行
に
よ
り
債
務
者
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
債
権
者
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
償
務
者
は
、
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
き
別
訴
を
提
起
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
民
訴
一
九
八

ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
）
」
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
九
九
号
一
六
六
頁
。
ま
た
、
浦
野
雄
幸
「
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
（
第
二
次
試
案
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

五
五
二
号
一
○
二
頁
参
照
）

⑬
斎
藤
Ⅱ
桜
田
・
前
掲
二
四
頁
以
下
。
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一
、
違
法
性

被
保
全
権
利
が
当
初
か
ら
欠
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
全
処
分
を
申
請
し
執
行
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
保
全

処
分
の
執
行
は
裁
判
所
の
保
全
処
分
命
令
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
保
全
処
分
の
利
用
は
あ
ら
ゆ
る
関
係
で
適
法

第
一
章
被
保
全
権
利
の
欠
映
と
損
害
賠
償
責
任

第
一
節
違
法
性
、
故
意
・
過
失
、
過
失
の
推
定

保
全
処
分
が
発
令
さ
れ
執
行
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
そ
れ
が
真
実
は
被
保
全
権
利
を
欠
く
不
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た

と
き
、
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
す
る
た
め
に
は
債
権
者
の
故
意
・
過
失
を
要
す
る
か
否
か
に
つ
き
、
学
説
・
判
例
上
争
い

が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
論
じ
る
が
、
そ
の
前
に
本
節
で
、
こ
の
場
合
の
違
法
性
や
債
権
者
の
故
意
・
過
失
、
過
失
の
推

定
に
つ
き
、
若
干
の
理
論
的
考
察
を
し
て
お
く
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

る
も
の
と
し
て
、
幻
且
◎
一
命
、
『
Ｅ
】
の
．
⑪
◎
ず
日
の
目
⑪
①
、
、
口
【
国
：
已
勾
９
頁
⑩
寿
司
凰
黛
『
借
①
ロ
ロ
の
⑩
亟
程
、
Ｎ
勺
○
・
Ｎ
Ｎ
勺
毘
］
・
患
（
］
。
ｇ
）

の
．
①
『
【
、
の
｛
の
】
ロ
ー
］
。
ｐ
Ⅸ
‐
。
『
ロ
：
ご
・
尻
・
日
『
月
口
圃
『
国
日
田
勺
。
】
②
・
し
昌
一
（
］
召
】
）
．
》
の
念
シ
ロ
ョ
・
ロ
・
一
’
四
・
反
対
、

○
８
日
炭
昌
日
①
門
．
□
】
の
Ｒ
】
薗
耳
円
冒
］
】
◎
す
①
ロ
ヱ
の
ウ
の
ロ
亀
】
『
百
口
、
の
己
旦
の
『
日
ぐ
】
］
貝
（
巴
一
①
（
］
ｇ
の
）
・
印
・
田
露
・
保
全
処
分
命
令

が
当
初
よ
り
不
当
と
の
理
由
で
取
消
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。

燗
も
っ
と
も
要
件
の
類
推
と
い
っ
て
も
、
一
九
八
条
二
項
の
よ
う
に
執
行
名
義
の
取
梢
を
要
件
と
し
な
い
た
め
に
、
こ
と
が
ら
は
複
雑
で
あ
る
。

伽
吉
川
・
前
掲
四
三
八
頁
、
古
崎
・
前
掲
三
一
三
頁
。
反
対
、
中
川
・
前
掲
一
五
四
頁
。
保
全
処
分
は
非
常
手
段
で
あ
る
か
ら
執
行
方
法
の
違

法
に
つ
い
て
も
本
執
行
と
異
別
に
扱
う
べ
し
、
と
い
う
。
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で
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
は
生
じ
る
余
地
が
な
い
、
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
は
当
事
者
の
利
益
を
多
方
面
か
ら
考
慮
し
て
、

そ
れ
に
応
じ
た
権
利
保
護
手
段
を
提
示
す
る
責
務
を
負
っ
て
お
り
、
そ
れ
で
様
々
な
権
利
保
護
手
段
が
当
事
者
の
利
用
に
供
さ
れ
る
。

し
か
し
、
提
示
さ
れ
た
権
利
保
護
手
段
を
利
用
す
る
か
ど
う
か
は
当
事
者
の
決
意
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
法
は
権
利
保
謹
手

段
を
提
示
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
を
利
用
し
た
当
事
者
に
お
よ
そ
損
害
賠
償
責
任
が
生
じ
な
い
こ
と
を
請
け
合

１

保
全
処
分
の
利
用
は
、
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
関
係
で
は
、
被
保
全
権
利
が
真
実
存
在
す
る
場
合
に
の
み
適
法
な
行
為
で
あ

り
、
被
保
全
権
利
が
欠
け
て
い
れ
ば
違
法
行
為
と
し
て
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
問
題
を
生
じ
る
。
法
は
保
全
処
分
の
目
的
か
ら

し
て
、
発
令
要
件
と
し
て
被
保
全
権
利
の
存
在
の
証
明
を
要
求
す
る
こ
と
な
く
、
疎
明
で
足
り
る
も
の
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
疎
明

を
債
権
者
の
立
保
証
で
代
替
さ
せ
る
余
地
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
保
全
処
分
の
利
用
が
、
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任

づいたことをもって自己の行為を正当化することはできな臥・２
の
関
係
で
適
法
行
為
か
否
か
は
、
被
保
全
権
利
が
真
実
存
在
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
ぶ
。
裁
判
所
は
保
全
処
分
発
令
の
際
に
被

保
全
権
利
の
存
在
の
証
明
を
債
権
者
に
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
債
権
者
は
、
裁
判
所
の
保
全
処
分
命
令
に
基

１

３

と
の
よ
う
に
、
保
全
処
分
が
の
ち
に
被
保
全
権
利
を
欠
く
不
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
そ
の
保
全
処
分
を
利

用
し
た
債
権
者
の
行
為
は
違
法
行
為
と
評
価
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
不
法
行
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
我

法
制
の
立
前
と
し
て
は
、
損
害
賠
償
責
任
は
特
別
の
規
定
な
き
以
上
は
債
務
不
履
行
に
因
る
責
任
か
不
法
行
為
に
因
る
貴
任
か
の
一
一

４

者
何
れ
か
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
保
全
処
分
に
因
る
賠
償
責
任
が
前
者
で
な
い
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
か
劇
」
で
あ
る
。
判
例

１

５

も
不
法
行
為
と
解
し
て
い
ぶ
。
不
法
行
為
と
す
る
と
、
損
害
賠
償
責
任
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
加
害
行
為
の
違
法
性
の
ほ
か
、
な
お

加
害
者
の
故
意
ま
た
は
過
失
あ
る
こ
と
を
要
し
、
し
か
も
そ
の
故
意
・
過
失
は
被
害
者
側
が
立
証
責
任
を
負
う
の
が
原
則
で
あ
る
。

１

っ
て
い
る
と
は
い
え
な
爪
。
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し
か
し
判
例
は
、
保
全
処
分
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
、
こ
の
場
合
の
債
権
者
の
過
失
を
推
定
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
学
説
も
過
失

責
任
説
は
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
に
賛
同
し
て
い
る
こ
と
は
、
の
ち
に
見
る
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
不
当
保
全
処
分
の
利
用
は
そ
の
多
く
が
不
法
行
為
だ
と
し
て
も
、
例
外
的
に
債
務
不
履
行
と
な
る
と
と
が
な
い
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
債
権
者
債
務
者
間
に
す
で
に
契
約
関
係
等
の
法
律
関
係
が
存
し
、
保
全
処
分
債
権
者
が
保
全
処
分
に
よ
ら
ず
に
直

６

接
行
動
に
よ
っ
た
な
ら
債
務
不
履
行
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
保
全
処
分
に
よ
り
実
現
し
た
場
合
で
あ
ぶ
。
土
地
の
賃
貸
人
が
自
己
に

解
除
権
が
あ
り
有
効
に
解
除
し
た
も
の
と
誤
信
し
て
、
賃
貸
借
契
約
解
除
に
基
づ
く
建
物
収
去
・
土
地
明
渡
請
求
権
を
被
保
全
権
利

と
し
て
建
物
現
状
変
更
禁
止
の
仮
処
分
を
し
た
、
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
債
権
者
は
賃
貸
人
と
し
て
賃
借
人
の
土
地
使
用
を
妨
げ

て
は
な
ら
な
い
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
に
、
本
件
仮
処
分
に
よ
り
そ
の
義
務
に
違
反
し
た
も
の
で
債
務
不
履
行
に
な
る
、
債
権
者
は

自
己
に
過
失
が
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
し
な
い
限
り
損
害
賠
償
義
務
を
免
れ
な
い
、
と
し
た
判
決
が
最
近
現
わ
れ
た
（
東
京
高
判
昭

和
五
三
年
一
月
三
○
日
判
例
時
報
八
八
五
号
一
一
九
頁
）
。
こ
の
判
決
は
、
本
件
不
当
仮
処
分
は
債
務
不
履
行
に
な
る
か
ら
、
そ
の

債
務
の
債
務
者
す
な
わ
ち
仮
処
分
債
権
者
に
無
過
失
の
立
証
責
任
が
あ
る
、
と
し
た
も
の
で
、
保
全
処
分
の
特
殊
性
か
ら
こ
の
結
論

を
導
い
た
の
で
は
な
い
。
の
ち
に
見
る
よ
う
に
不
当
保
全
処
分
に
お
け
る
判
例
の
過
失
の
推
定
は
、
債
権
者
に
無
過
失
の
立
証
責

任
を
課
す
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
法
律
上
の
推
定
で
は
な
く
、
事
実
上
の
推
定
Ⅱ
立
証
の
必
要
の
転
換
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
判
決
が
不
当
保
全
処
分
に
よ
る
債
務
不
履
行
を
認
め
た
、
し
た
が
っ
て
立
証
責
任
の
転
換
を
認
め
た
こ
と
は
そ
れ

な
り
の
意
義
が
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
本
件
で
は
債
権
者
側
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
不
法
行
為
に
よ
る
も
の
と
し
て
三
年
の
消
滅
時

効
（
民
法
七
一
一
四
条
）
の
完
成
を
予
備
的
に
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
も
債
務
不
履
行
と
す
れ
ば
消
滅
時
効
期
間
は
一
○
年
（
民

法
一
六
七
条
二
項
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
本
判
決
は
消
滅
時
効
の
完
成
を
認
め
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
判
示
し

て
い
な
い
の
で
、
こ
の
理
由
に
よ
る
も
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
）
。
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と
の
判
決
が
当
該
の
場
合
に
つ
き
債
務
不
履
行
と
し
て
構
成
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
劃
。
今
後
も
同
旨
の
判
例
が
出
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
ま
で
債
務
不
履
行
と
評
価
で
き
る
か
、
仮
差
押
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
な
評
価
が
可
能
な
場
合

が
あ
る
か
、
に
つ
い
て
は
今
後
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

注

仙
■
の
口
回
Ｑ
ご
口
．
、
．
○
・
ｍ
．
』
垣
。

旧
西
の
ロ
ュ
ロ
一
・
四
・
四
・
○
・
叩
・
】
⑪
『
》
目
彦
・
ミ
ニ
塵
・
口
の
『
口
Ｈ
８
目
、
ロ
⑫
ロ
『
■
○
ケ
誤
『
の
、
①
ｐ
ご
◎
一
一
国
①
豈
自
ロ
、
の
］
ロ
①
の
ロ
ゴ
『
の
。
宮
。
威
酉
頤
の
ロ

シ
目
①
輿
ご
ｇ
の
三
ｍ
Ｃ
』
閂
の
冒
円
ロ
ロ
【
の
ｏ
宮
ロ
戯
画
侭
の
自
国
ニ
ョ
口
目
ｍ
叩
く
。
］
］
⑩
（
『
の
８
口
ｐ
い
◎
ゴ
ロ
の
ロ
ロ
○
口
囚
□
ず
Ｆ
の
】
⑩
骨
巨
目
、
の
旨
の
『
の
】
○
す
の
『
ず
①
０

－
〔
・
○
周
回
ロ
ぎ
◎
厨
因
巴
耳
叫
、
の
国
』
．
②
⑤
（
］
、
①
』
）
⑩
．
］
】
、

Ｂ
国
の
ロ
ュ
ロ
】
・
囚
・
四
・
○
・
⑩
．
】
『
画
印
吉
川
・
前
掲
四
四
一
一
一
頁
、
大
判
明
治
二
八
年
一
○
月
一
二
日
民
録
一
輯
三
巻
四
六
頁
。

な
お
斎
藤
Ⅱ
桜
田
・
前
掲
一
一
一
一
一
頁
は
、
不
当
保
全
処
分
の
利
用
を
「
適
法
行
為
に
よ
る
違
法
行
為
」
と
す
る
が
、
「
適
法
行
為
に
よ
る
違
法

行
為
」
な
る
概
念
を
認
め
る
か
、
違
法
概
念
の
多
元
性
に
よ
り
不
法
行
為
の
面
で
は
違
法
行
為
と
い
う
か
は
重
要
で
な
い
（
加
藤
一
郎
・
不
法

ド
イ
ツ
で
も
無
過
失
責
任
を
規
定
し
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
の
新
設
Ｃ
八
九
八
年
）
前
は
、
過
失
責
任
説
で
あ
れ
無
過
失
責
任
説
で
あ
れ
、

不
当
保
全
処
分
を
不
法
行
為
と
理
解
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
畠
］
・
勺
：
円
・
同
ロ
厨
。
菌
＆
四
目
ぬ
い
『
・
ａ
の
『
胃
】
ぬ

急
渦
の
口
の
冒
朋
尋
己
の
ｑ
の
。
旨
］
】
９
円
］
四
凋
芹
の
コ
ン
ロ
の
、
｛
冊
（
』
②
函
）
』
の
．
四
国
・
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
新
設
後
は
、
債
権
者
の
損
害
賠
償

責
任
を
民
法
規
定
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
か
、
違
法
性
を
否
定
す
る
見
解
が
現
わ
れ
た
が
（
例
え
ば
田
の
二
三
侭
Ⅱ

ｏ
１
Ｂ
ｍ
ｐ
Ｐ
の
】
の
苛
冒
＠
冊
凶
く
一
］
日
日
の
印
⑩
『
図
言
》
因
口
・
ロ
（
］
①
］
③
）
⑩
．
←
、
画
は
、
保
全
処
分
の
執
行
は
裁
判
所
の
命
令
に
よ
り
許

行
為
三
八
頁
参
照
）
。
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不
当
保
全
処
分
を
利
用
し
た
こ
と
が
債
権
者
の
不
法
行
為
と
な
る
場
合
で
あ
れ
債
務
不
履
行
と
な
る
場
合
で
あ
れ
、
立
証
責
任
の

所
在
い
か
ん
は
と
も
か
く
と
し
て
、
不
法
行
為
や
債
務
不
履
行
の
一
般
原
則
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
不
当
保
全
処
分
を
利
用
し
た
債
権
者
の

故
意
ま
た
は
過
失
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
故
意
・
過
失
は
、
被
保
全
権
利
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
全
処
分
を
利
用
し
た
こ
と
に

つ
い
て
の
故
意
・
過
失
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
被
保
全
権
利
欠
映
に
つ
い
て
の
故
意
・
過
失
で
あ
る
、
と
解
す
る
こ
と
に
つ
き
現
在
で
は

異
論
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
理
解
を
当
然
の
前
提
と
し
て
議
論
し
て
お
り
、
こ
の
点
を
あ
え
て
こ
と
わ
っ
て
い
る
も
の

一
一
、
故
意
・
過
失

さ
れ
て
い
る
の
で
違
法
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
）
、
こ
の
立
場
で
も
民
法
の
不
法
行
為
の
多
く
の
規
定
を
類
推
適
用
し
て
い
る
。

愚
｝
・
の
蔚
冒
‐
］
。
ｐ
開
‐
ｏ
日
日
ご
》
色
・
口
・
Ｐ
亜
置
、
シ
ロ
目
・
・
・
】
・

側
吉
川
・
前
掲
四
四
一
頁
。
同
旨
、
斎
藤
Ⅱ
桜
田
・
前
掲
一
八
頁
○

⑤
例
え
ば
先
の
昭
和
四
三
年
最
高
裁
判
決
も
「
申
請
人
は
民
法
七
○
九
条
に
よ
り
⑮
被
申
請
人
が
そ
の
執
行
に
よ
っ
て
受
け
た
損
害
を
賠
償
す

べ
き
義
務
が
あ
る
」
と
す
る
。

⑥
ド
イ
ツ
で
は
、
不
当
仮
執
行
に
つ
き
無
過
失
責
任
を
規
定
す
る
ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
七
条
二
項
（
わ
が
国
の
民
訴
法
一
九
八
条
二
項
は
こ
れ
に
倣
っ

た
も
の
で
あ
る
）
新
設
二
八
九
八
年
）
前
は
、
不
当
仮
執
行
に
つ
い
て
も
過
失
寳
任
か
無
過
失
責
任
か
争
い
が
あ
り
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト

は
過
失
貿
任
と
し
て
い
た
が
、
不
当
仮
執
行
に
よ
り
債
務
者
の
契
約
上
の
権
利
を
侵
害
し
た
場
合
は
債
権
者
に
無
過
失
の
立
証
責
任
を
課
し
た

（
用
○
○
『
ご
◎
す
。
（
駕
困
凹
幻
。
］
三
］
函
屡
⑪
．
】
田
三
局
．
②
『
）
く
、
一
・
■
目
の
勺
凰
の
同
勺
図
声
の
『
・
目
の
の
呂
且
の
己
、
の
琉
田
目
四
月
‐

ロ
同
月
肩
働
扁
口
凋
の
『
の
。
ヶ
露
の
『
（
】
ぬ
芹
Ｒ
ご
・
一
】
の
月
・
穴
自
侭
（
］
垣
ｓ
）
．
“
．
⑭
の
Ｚ
・
【
の
②
『
弓
戸
冨
・
】
［
【
・
伊
四
・
○
・
⑪
・
局
②

、
不
当
保
全
処
分
で
は
な
い
が
、
医
療
過
誤
に
つ
い
て
、
過
失
の
立
証
責
任
や
消
滅
時
効
期
間
の
点
で
被
害
者
に
有
利
に
な
る
よ
う
債
務
不
履

行
寳
任
と
構
成
す
べ
し
と
す
る
も
の
と
し
て
、
加
藤
一
郎
「
医
師
の
責
任
」
我
妻
先
生
還
暦
記
念
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
上
巻
五
○
七
頁
以
下
。
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認解般とのうα
めしにかに故こと次
るたョつな意のとり
のこ仮てろ．被にて
でと差学の過保なし、
あの押説で失全るる
プ２ｍＬＤ－ＬＬＪＰｊ－Ｌ』と二ｏ_

1１７
は
学
説
上
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
ａ
。
判
例
上
も
同
様
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
明
言
す
る
も
の
も
存
す
る
。
「
債
権
者

が
被
保
全
権
利
ま
た
は
保
全
の
必
要
性
が
存
し
な
い
の
に
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
こ
れ
あ
り
と
し
て
仮
差
押
を
申
請
し
、
よ
っ
て

発
せ
ら
れ
た
仮
差
押
の
執
行
に
よ
り
債
務
者
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
債
権
者
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
。
」
（
東
京
地
判
昭
和
四
六
年
六
月
一
八
日
判
例
時
報
六
四
四
号
六
九
頁
）
こ
の
よ
う
に
、
債
権
者
が
被
保
全
権
利

Ｊ城
の
欠
け
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
故
意
あ
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
知
ら
な
い
が
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
な
ら
過
失
あ
り
と
い

こ
の
被
保
全
権
利
欠
映
に
つ
い
て
の
故
意
・
過
失
の
ほ
か
に
、
そ
れ
と
は
別
個
に
、
債
務
者
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
に
つ
い
て

の
故
意
・
過
失
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
被
保
全
権
利
が
欠
け
て
い
た
こ
と
が
す
な
わ
ち
債
務
者
の
利
益
を
侵
害
し
た
こ

』２

と
に
な
る
の
で
あ
る
か
引
、
後
者
に
つ
い
て
の
故
意
・
過
失
は
前
者
に
つ
い
て
の
そ
れ
に
帰
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
学
説
は
こ
の
点
を
誤
解
し
て
い
た
。
わ
が
国
で
初
め
て
無
過
失
責
任
説
を
提
唱
さ
れ
た
平
野
義
太
郎
博
士
は
、
判
例
は
一

般
に
「
仮
差
押
に
因
っ
て
財
産
に
対
す
る
侵
害
を
為
し
た
そ
の
こ
と
に
付
て
過
失
あ
り
や
否
や
に
拘
ら
ず
、
遡
っ
て
権
利
あ
り
と
誤

解
し
た
こ
と
の
過
失
か
ら
更
に
引
戻
っ
て
財
産
侵
害
に
付
て
も
過
失
あ
る
も
の
と
見
る
の
を
当
然
と
し
、
従
っ
て
損
害
賠
償
責
任
を

認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
常
不
法
行
為
論
の
過
失
の
観
念
よ
り
も
余
程
広
い
過
失
を
認
め
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
。
」
と
評

し
、
続
け
て
「
だ
か
ら
、
い
っ
そ
仮
差
押
、
仮
処
分
者
が
権
利
あ
り
と
誤
解
し
て
不
法
に
仮
差
押
仮
処
分
し
た
時
は
、
無
過
失
責
任

Ｉ

３

を
負
ふ
と
一
一
二
百
い
切
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
又
そ
れ
が
正
し
い
の
で
あ
ぶ
。
」
と
の
結
論
を
導
い
た
。

４

し
か
し
、
博
士
の
引
用
さ
れ
る
判
例
は
被
保
全
権
利
を
欠
く
場
合
に
債
権
者
の
過
失
を
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
博
士
の
い
わ

れ
る
よ
う
に
被
保
全
権
利
欠
映
に
つ
い
て
の
過
失
と
財
産
侵
害
に
つ
い
て
の
過
失
を
別
個
の
も
の
と
し
て
前
者
か
ら
後
者
を
擬
制
し
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た
も
の
で
は
な
い
。
殊
に
博
士
は
、
処
分
禁
止
仮
処
分
に
よ
り
目
的
物
の
転
売
が
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
命
じ
た

大
判
大
正
一
○
年
四
月
四
日
民
録
二
七
輯
六
八
二
頁
に
つ
き
、
転
売
利
益
の
侵
害
に
つ
い
て
ま
で
故
意
・
過
失
が
推
定
さ
れ
て
い
る
と

５

評
さ
れ
る
承
、
不
法
行
為
の
故
意
・
過
失
と
は
損
害
発
生
に
つ
い
て
の
故
意
・
過
失
で
は
な
く
、
損
害
発
生
の
も
と
と
な
る
権
利
侵

６

害
な
い
し
は
違
法
な
事
実
の
発
生
に
つ
い
て
の
故
意
・
過
失
で
あ
Ⅸ
、
こ
の
故
意
・
過
失
あ
る
限
り
、
違
法
行
為
と
相
当
因
果
関
係

に
あ
る
す
べ
て
の
損
害
に
つ
き
賠
償
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
の
転
売
利
益
の
侵
害
が
不
当
保
全
処
分
と

相
当
因
果
関
係
に
あ
る
限
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
故
意
・
過
失
は
そ
も
そ
も
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
当
該
の
転
売
利

益
の
侵
害
が
相
当
因
果
関
係
に
な
い
と
き
は
、
特
別
事
情
に
よ
る
損
害
と
し
て
特
別
事
情
に
つ
き
予
見
可
能
性
が
必
要
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
賠
償
さ
れ
る
べ
き
損
害
の
範
囲
の
問
題
で
あ
り
、
不
法
行
為
の
成
立
要
件
と
し
て
の
故
意
・
過
失
の
問
題
で
は
な
い
。
も
っ

と
も
こ
の
判
決
当
時
は
判
例
は
不
法
行
為
に
つ
き
民
法
四
一
六
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
解
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
判
決
も
当
該
の
転

く

７

売
利
益
の
侵
害
が
不
当
保
全
処
分
と
相
当
因
果
関
係
に
あ
る
か
云
々
に
考
慮
を
払
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
の
当
不
当
を

論
じ
る
な
ら
と
も
か
く
、
不
法
行
為
の
成
立
要
件
と
し
て
の
故
意
・
過
失
を
被
保
全
権
利
欠
映
に
つ
い
て
の
そ
れ
と
は
別
個
に
財
産

侵
害
に
つ
い
て
観
念
し
、
こ
れ
を
前
提
に
こ
の
判
決
を
評
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
判
例
は
決
し
て
「
通
常
不
法
行
為
論
の
過
失
の
観
念
よ
り
も
余
程
広
い
過
失
を
認
め
て
い
る
」
わ
け
で
は
な
く
、
し

１

Ｂ

た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
無
過
失
責
任
説
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

９

平
野
博
士
と
同
様
の
誤
解
は
他
の
学
者
に
も
見
ら
れ
紅
。
例
え
ば
吉
川
大
一
一
郎
博
士
は
「
こ
の
場
合
の
故
意
・
過
失
は
申
請
人
が

保
全
処
分
の
前
提
要
件
の
欠
映
を
知
り
、
又
は
過
失
に
よ
り
知
ら
ず
し
て
之
を
利
用
し
た
と
い
う
点
の
み
な
ら
ず
、
之
に
因
り
他
人

の
利
益
を
侵
害
す
る
に
付
て
の
故
意
・
過
失
も
亦
問
題
と
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
保
全
処
分
の
特
殊
性
を
顧
慮
し
、
危
険

責
任
の
理
論
を
加
味
す
る
な
ら
ば
、
保
全
処
分
の
要
件
の
有
無
に
付
故
意
・
過
失
さ
え
あ
れ
ば
そ
の
執
行
に
因
る
利
益
侵
害
に
付
て
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の
故
意
・
過
失
も
亦
当
然
随
伴
す
る
も
の
と
見
て
差
支
へ
な
い
で
あ
る
刺
・
」
と
さ
れ
た
。
し
か
し
「
前
提
要
件
の
欠
狭
」
が
「
他

人
の
利
益
の
侵
害
」
と
の
評
価
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
の
故
意
・
過
失
は
前
者
に
つ
い
て
の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
保
全
処
分
の
特
殊
性
を
顧
慮
し
、
危
険
責
任
の
理
論
を
加
味
す
る
」
必
要
は
な
い
。

平
野
博
士
が
評
釈
さ
れ
、
ま
た
吉
川
博
士
が
引
用
さ
れ
た
大
判
大
正
一
一
年
二
月
一
七
日
民
集
一
巻
四
六
頁
は
、
不
当
仮
差
押
を

な
し
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
あ
れ
ば
債
権
者
は
仮
差
押
継
続
中
に
仮
差
押
の
目
的
物
が
変
質
し
ま
た
は
相
場
が
下
落
し
た
こ
と
に
よ

る
損
害
に
つ
い
て
賠
償
義
務
を
負
う
、
民
訴
法
七
五
○
条
四
項
に
よ
る
換
価
申
立
を
な
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
過
失
は
必
要

で
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
不
当
仮
差
押
と
目
的
物
の
変
質
や
相
場
の
下
落
に
よ
る
損
害
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ

る
と
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
目
的
物
の
変
質
等
に
よ
る
損
害
に
つ
き
債
権
者
の
賠
償
責
任
が
争
わ
れ
た
他
の
判
決
例
と

し
て
、
不
当
仮
処
分
の
事
案
に
お
い
て
債
権
者
に
換
価
申
立
の
義
務
な
し
と
し
て
目
的
物
の
腐
朽
に
よ
る
損
害
に
つ
き
債
権
者
の
賠
償

り

義
務
を
否
定
し
た
も
の
（
大
判
大
正
四
年
一
○
月
一
一
ハ
日
民
録
一
一
一
輯
一
七
○
九
副
）
と
、
正
当
な
仮
差
押
の
事
案
に
お
い
て
債
権

者
に
換
価
申
立
の
義
務
が
あ
り
そ
れ
を
怠
っ
た
と
し
て
目
的
物
の
腐
敗
に
よ
る
損
害
に
つ
き
債
権
者
の
賠
償
義
務
を
肯
定
し
た
も
の

り

（
福
岡
高
判
昭
和
一
一
一
○
年
六
月
一
一
四
日
下
民
集
六
巻
六
号
一
一
九
七
副
）
と
が
あ
り
、
債
権
者
の
換
価
申
立
義
務
に
つ
い
て
は
正
反
対

の
判
断
を
し
な
が
ら
も
、
い
ず
れ
も
不
当
保
全
処
分
と
こ
れ
ら
の
損
害
と
の
間
に
因
果
関
係
が
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
も
の

と
い
え
よ
う
。
保
全
処
分
の
目
的
物
の
変
質
等
は
執
行
方
法
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
保
全
処
分
が
被
保
全
権
利
を
欠
く
も
の

●
■

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
無
関
係
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
不
当
保
全
処
紛
此
こ
れ
ら
の
損
害
の
発
生
と
の
間
の
因
果
関
係
（
相
当
因
果

関
係
の
み
な
ら
ず
自
然
的
因
果
関
係
も
）
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
副
釉
、

大
正
二
年
の
判
決
が
被
保
全
権
利
欠
映
に
つ
い
て
の
過
失
を
認
定
し
そ
こ
か
ら
仮
差
押
目
的
物
の
変
質
や
相
場
の
下
落
に
よ
る
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損
害
に
つ
き
債
権
者
の
賠
償
義
務
を
認
め
た
こ
と
は
、
こ
の
理
由
か
ら
不
当
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
「
保
全
処
分
の
特
殊
性
を
顧
慮

し
、
危
険
責
任
の
理
論
を
加
味
」
し
て
こ
れ
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
こ
の
判
決
か
ら
、
判
例
は
一
般
に
被
保
全
権

利
欠
映
に
つ
い
て
の
過
失
と
財
産
侵
害
に
つ
い
て
の
過
失
を
別
個
の
も
の
と
し
て
前
者
か
ら
後
者
を
擬
制
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
ら
か
つ
て
の
学
説
を
除
け
ば
、
不
当
保
全
処
分
に
よ
る
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
主
観
的
要
件
で
あ
る
故
意
・
過
失
を
、

被
保
全
権
利
欠
映
に
つ
い
て
の
そ
れ
に
見
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
と
こ
に
ひ
と
つ
の
論
点
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、

被
保
全
権
利
欠
快
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
通
常
の
故
意
・
過
失
で
は
な
く
、
違
法
の
認
識
と
認

識
の
可
能
性
の
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
保
全
処
分
の
利
用
を
違
法
と
す
る
の
は
被
保
全
権
利

の
欠
映
で
あ
る
か
ら
、
被
保
全
権
利
の
欠
映
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
保
全
処
分
の
利
用
が
違
法
で

あ
る
こ
と
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
違
法
の
認
識
と
認
識
の
可
能
性
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
通
常
の
故
意
・
過
失
す
な
わ
ち
違
法
事
実
の
認
識
と
認
識
の
可
能
性
は
い
ず
こ

に
見
出
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
保
全
処
分
の
利
用
自
体
に
つ
い
て
の
認
識
と
認
識
の
可
能
性
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
う
だ

と
す
る
と
、
債
権
者
が
保
全
処
分
の
利
用
自
体
を
認
識
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
違
法
事
実
の
認
識
は
常
に
存
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
不
法
行
為
の
故
意
あ
り
と
い
う
た
め
に
は
違
法
事
実
の
認
識
が
あ
れ
ば
足
り
、
違
法
の
認
識
お
よ
び
認

識
の
可
能
性
は
必
要
で
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
不
当
保
全
処
分
に
お
い
て
は
債
権
者
は
常
に
故
意
あ
り
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を

ｄ

負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
’
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
こ
の
種
の
議
論
が
見
ら
れ
卸
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
過
失
責
任
説

と
無
過
失
責
任
説
の
議
論
に
深
く
関
連
し
て
い
る
の
で
次
節
で
扱
う
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
一
応
、
債
権
者
の
故
意
・
過
失
は
被
保

全
権
利
欠
映
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
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③
平
野
義
太
郎
・
判
批
・
判
例
民
事
法
大
正
二
年
度
四
二
頁
。

凶
大
判
明
治
四
一
年
七
月
八
日
民
録
一
四
輯
八
四
七
頁
、
大
判
大
正
一
○
年
四
月
四
日
民
録
二
七
輯
六
八
二
頁
。

⑤
平
野
・
判
批
・
判
例
民
事
法
大
正
一
○
年
度
一
六
○
頁
。

⑥
加
藤
一
郎
・
不
法
行
為
六
四
頁
。

ｍ
加
藤
一
郎
・
前
掲
一
五
四
頁
参
照
。

別
も
っ
と
も
平
野
博
士
は
こ
れ
の
み
を
無
過
失
責
任
説
の
根
拠
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
平
野
・
前
掲
判
批
・
判
民
大
正
一
一
年
度
四
三
頁
参

照
。

山
憤
権
者
の
故
意
・
過
失
は
被
保
全
権
利
ま
た
は
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
あ
る
と
明
言
す
る
も
の
と
し
て
、
不
動
産
判
例

研
究
会
編
・
判
例
不
動
産
法
「
仮
差
押
・
仮
処
分
」
２
二
五
五
七
頁
。
「
保
全
処
分
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
の
発
生
に
要
求
さ
れ
る
故
意
・
過
失

は
、
債
権
者
が
、
保
全
処
分
の
前
提
要
件
で
あ
る
被
保
全
権
利
又
は
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
を
知
り
な
が
ら
、
又
は
知
り
う
べ
き
で
あ
る
の
に

こ
れ
を
知
ら
ず
に
保
全
処
分
を
な
す
こ
と
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
る
。
」
と
い
う
。
他
は
、
こ
の
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
議
論
し
て
い
る
。

な
お
古
く
中
川
・
前
掲
四
五
頁
も
「
併
し
乍
ら
無
権
利
者
が
不
法
に
仮
差
押
仮
処
分
を
為
し
他
人
に
損
害
を
加
へ
て
も
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と

を
知
り
、
又
は
相
当
の
注
意
を
払
え
ば
知
り
得
た
場
合
で
な
け
れ
ば
之
が
賠
償
の
責
に
任
ぜ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
被
害
者
を
救
済
す
る
に
幾

多
の
困
難
を
伴
う
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
た
。

②
小
山
教
授
は
正
当
に
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
仮
処
分
は
仮
処
分
憤
務
者
の
権
利
判
断
に
照
ら
す
と
き
は
債
務
者
に
不
利
益
を

肇
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
不
利
益
は
、
債
務
者
の
権
利
判
断
が
後
日
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
正
当
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
そ
こ
で
損
害
と
認
め
ら
れ
そ
の
賠
償
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
小
山
昇
「
仮
処
分
訴
訟
の
再
構
成
」
法
曹
時
報
二

き
は
、
そ
こ
で
損
害
と
麺

九
巻
一
○
号
一
九
頁
）
。

注
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⑭
こ
こ
で
つ
い
で
に
債
権
者
の
換
価
申
立
義
務
を
認
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
一
言
し
よ
う
。
民
訴
法
七
五
○
条
四
項
は
債
権
者
債
務
者
双
方
に

申
立
権
を
与
え
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
執
行
官
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
）
。
し
か
し
通
説
は
、
い
ず
れ
も
申
立
を
な
す
べ
き
義
務

を
負
う
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
（
菊
井
維
大
・
民
事
訴
訟
法
ロ
三
四
五
頁
、
西
山
俊
彦
・
保
全
処
分
概
論
二
四
三
頁
、
時
岡
泰
・
注
解
強
制
執

⑫
仮
差
押
命
令
自
体
の
当
不
当
は
ま
っ
た
く
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
被
保
全
権
利
が
真
実
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
な
事
案
で
あ
る
。

●
●

●
の

⑬
篠
原
弘
志
・
注
釈
民
法
旧
一
六
五
頁
は
不
当
保
全
処
分
と
の
相
当
因
果
関
係
を
否
定
す
る
に
と
ど
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
沢
田
・

前
掲
二
’
一
一
三
頁
は
、
債
権
者
の
換
価
申
立
義
務
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら
、
債
権
者
が
こ
の
義
務
を
怠
っ
た
場
合
は
そ
の
責
任
が
問
題
と
な
り
、

●
●

●
●
●

そ
の
場
合
、
本
案
訴
訟
の
帰
趨
は
関
係
が
な
い
、
と
い
う
の
で
、
本
文
同
様
不
当
保
全
処
分
と
の
自
然
的
因
果
関
係
を
も
否
定
す
る
も
の
と
い

⑨
吉
川
博
士
の
ほ
か
、
末
延
博
士
は
判
例
は
「
権
利
に
つ
い
て
の
過
失
か
ら
仮
差
押
に
つ
い
て
の
過
失
が
推
定
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
」

（
末
延
三
次
・
判
批
・
判
例
民
事
法
昭
和
六
年
度
四
二
五
頁
）
と
さ
れ
、
野
田
博
士
は
「
そ
の
故
意
過
失
は
仮
差
押
仮
処
分
そ
の
も
の
の
故
意
過

失
た
る
を
要
せ
ず
そ
の
前
提
た
る
権
利
に
つ
い
て
の
故
意
過
失
を
以
て
足
る
と
調
う
事
も
認
め
ら
れ
て
き
た
。
」
（
野
田
良
之
・
判
批
・
判
例

民
事
法
昭
和
二
年
度
一
九
頁
）
と
さ
れ
る
。

⑩
吉
川
・
前
掲
四
五
六
頁
。

Ⅲ
平
野
博
士
は
、
こ
の
判
決
の
実
質
的
な
理
由
は
、
債
権
者
に
換
価
申
立
の
義
務
が
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
不
当
仮
処
分
自
体
に
つ
き
債
権
者

に
過
失
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
不
当
仮
差
押
自
体
に
つ
き
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
債
権
者
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
大

正
二
年
の
判
決
と
同
一
の
考
え
に
立
っ
て
い
る
、
と
説
か
れ
る
（
平
野
・
前
掲
判
批
四
二
頁
）
。
し
か
し
判
例
集
に
よ
る
限
り
、
こ
の
判
決

の
事
案
が
不
当
仮
処
分
自
体
に
つ
き
債
権
者
に
過
失
が
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
と
の
証
拠
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
不
当
仮
処
分
で
あ
る
か
ら
変

質
等
に
よ
る
損
害
も
賠
償
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
債
務
者
側
の
主
張
か
ら
し
て
、
仮
処
分
自
体
に
つ
き
債
権
者
に
過
失
の
あ
っ
た
事
案
と
推

側
さ
れ
る
。

っ
て
よ
い
。



123 不当保全処分による損害賠償責任Ｈ（玉城）
行
法
仰
三
七
五
頁
な
ど
）
。
こ
れ
に
対
し
沢
田
直
也
氏
は
、
債
権
者
債
務
者
と
も
に
申
立
義
務
を
負
う
べ
き
だ
と
説
か
れ
る
。
債
権
者
に
つ
い

て
は
、
仮
差
押
物
件
の
価
値
が
ゼ
ロ
に
な
り
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
が
判
っ
て
放
置
し
、
の
ち
に
他
の
財
産
に
対
し
執
行
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る

べ
き
で
な
い
し
、
債
務
者
に
つ
い
て
も
、
自
己
に
保
管
を
任
せ
ら
れ
た
仮
差
押
物
件
が
危
殆
に
瀕
し
て
も
、
己
の
所
有
物
だ
か
ら
と
い
う
理
由

で
放
囲
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
沢
田
・
前
掲
二
一
一
一
三
頁
以
下
）
。

と
こ
ろ
で
、
申
立
義
務
を
否
定
す
る
通
説
の
論
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
は
、
民
訴
法
七
五
○
条
四
項
は
債
権
者
便
務
者
に
換
価
命
令
の

申
立
権
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
ず
申
立
の
義
務
あ
り
と
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
の
形
式
的
論
拠
を
説
示
し
た
に
と
ど
ま
る
前
出
の
大
正
四
年

の
大
審
院
判
決
を
引
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
菊
井
博
士
は
実
質
的
論
拠
を
挙
げ
、
「
い
ず
れ
も
申
立
義
務
を
負
わ
な
い
の
は
、
各
自
が
自
由

に
利
益
を
擁
護
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
債
権
者
の
申
立
義
務
に
つ
い
て
い
え
ば
、
債
務
者
は
換
価
命
令
の
申
立
権

を
有
す
る
か
ら
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
目
的
物
の
価
額
の
減
少
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
申
立
義
務
を
認
め
る
必
要
は
な
い
、

と
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
債
務
者
の
申
立
義
務
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
立
て
ば
、
目
的
物
の
価
額
の
減
少
に
つ
き
、
ど
の
方
向

で
あ
れ
賠
償
問
題
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
沢
田
説
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
に
も
申
立
義
務
が
あ
り
、
故
意
ま
た
は
過
失
に

よ
り
申
立
義
務
を
怠
っ
た
方
が
損
害
を
負
担
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
過
失
相
殺
は
あ
り
う
る
。

債
権
者
債
務
者
双
方
が
換
価
命
令
を
申
立
て
ず
、
そ
の
結
果
目
的
物
の
価
額
が
著
し
く
減
少
し
た
場
合
、
常
に
双
方
の
帰
置
性
は
同
程
度
と

は
い
え
ず
、
ま
た
同
程
度
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
双
方
で
損
害
を
分
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
沢
田
説
に
賛
成
す
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
目
的
物

●
●

の
変
質
等
に
よ
る
損
害
は
執
行
方
法
の
違
法
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
損
害
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
不
当
保
全
処
分
と
か
よ
う
な
損
害
と
の
間
に
は

因
果
関
係
な
し
と
の
本
文
の
論
旨
が
よ
り
明
確
に
な
ろ
う
。

旧
出
目
⑩
尻
閏
］
切
己
の
、
］
の
ウ
．
固
】
ロ
］
囚
（
５
ｍ
】
ロ
曰
の
弓
蔚
Ｒ
】
の
９
円
の
巨
日
日
日
】
⑰
９
の
目
勺
『
８
の
⑫
の
①
（
】
②
ｇ
）
・
の
・
患
、
》
西
の
ロ
ュ
ロ
ー
』

Ｐ
四
’
○
’
⑩
’
］
の
四
酉
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不
当
保
全
処
分
の
利
用
が
債
務
不
履
行
と
評
価
で
き
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
と
き
は
保
全
処
分
債
権
者
の
側
で
無
過
失
を
立
証
し

な
い
限
り
責
を
免
れ
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
保
全
処
分
の
利
用
を
常
に
不
法
行
為
と
見
る
従
来
の
理
解
に
お
い
て

も
、
保
全
処
分
の
特
殊
性
を
理
由
に
債
権
者
の
過
失
（
ま
た
は
故
意
・
過
失
）
を
推
定
す
る
判
例
が
多
く
、
過
失
責
任
説
に
立
つ
学

説
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
ぶ
。

２

判
例
は
当
初
、
過
失
の
推
定
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ず
、
そ
の
中
に
は
明
ら
か
に
過
失
の
推
定
を
否
定
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
大

』

３

判
明
治
四
一
年
七
月
八
日
民
録
一
四
輯
八
四
七
頁
が
過
失
を
推
定
し
て
か
ら
過
失
を
推
定
す
る
も
の
が
増
証
、
殊
に
戦
後
の
下
級
審

４

判
決
で
は
こ
れ
が
判
例
の
主
流
と
な
っ
紅
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
昭
和
四
一
一
一
年
の
最
高
裁
判
決
も
こ
れ
を
認
め
た
。

と
こ
ろ
で
右
の
最
高
裁
判
決
は
、
「
一
般
に
、
仮
処
分
命
令
が
異
議
も
し
く
は
上
訴
手
続
に
お
い
て
取
消
さ
れ
、
あ
る
い
は
本
案

訴
訟
に
お
い
て
原
告
敗
訴
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
は
、
他
に
特
段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
右
申

請
人
に
お
い
て
過
失
が
あ
っ
た
も
の
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
過
失
の
推
定
を
執
行
後
の
保
全
訴
訟
や
本
案
訴

訟
の
運
命
に
か
か
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
同
趣
旨
の
判
決
は
少
く
な
い
。
し
か
し
他
方
で
は
、
「
思
う
に
、
被
保
全
権
利
が

存
在
し
な
い
の
に
、
存
在
す
る
も
の
と
し
て
仮
差
押
の
申
請
を
し
、
そ
の
結
果
な
さ
れ
た
仮
差
押
命
令
の
執
行
に
よ
っ
て
、
仮
差
押
債

務
者
に
損
害
を
与
え
た
ら
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
仮
差
押
債
権
者
に
過
失
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
』

（
東
京
地
判
昭
和
四
四
年
二
月
二
五
日
判
例
時
報
五
八
五
号
六
一
頁
）
と
い
っ
て
、
被
保
全
権
利
欠
快
か
ら
直
ち
に
過
失
を
推
定

５

す
る
も
の
も
あ
り
、
数
の
上
で
は
こ
れ
が
多
爪
。
こ
れ
は
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
と
保
全
訴
訟
・
本
案
訴
訟
の
関
係
を
い
か
に
理
解
す

べ
き
か
と
い
う
問
題
の
一
環
で
あ
り
、
詳
細
は
第
三
章
で
述
べ
る
が
、
結
論
の
み
を
示
せ
ば
、
被
保
全
権
利
欠
映
（
Ⅱ
違
法
性
）
の

・
６

１

認
定
過
程
に
よ
り
過
失
の
推
定
の
有
無
が
区
別
さ
れ
る
理
由
は
な
い
の
で
、
後
者
の
立
場
を
是
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
Ⅸ
。
ま
た
前

二
過
失
の
推
定
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１

７

者
の
判
示
部
分
は
す
べ
て
傍
論
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
一
応
、
判
例
は
被
保
全
権
利
欠
映
か
ら
直
ち
に

過
失
を
推
定
し
て
い
る
も
の
と
仮
定
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

被
保
全
権
利
欠
映
の
場
合
に
債
権
者
の
過
失
を
推
定
す
る
の
が
判
例
の
主
流
で
あ
り
、
過
失
責
任
説
に
立
つ
学
説
も
こ
れ
に
賛
同

す
る
が
、
過
失
を
推
定
す
る
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
判
例
は
こ
れ
を
明
示
し
な
い
も
の
が
多
い
が
、
戦
後
の
下
級
審
判
決
に
は
こ

れ
を
明
示
す
る
も
の
が
若
干
あ
り
、
い
ず
れ
も
、
二
股
に
仮
処
分
は
口
頭
弁
論
を
経
ず
に
一
応
の
疎
明
だ
け
に
基
づ
い
て
な
さ
れ

て
お
り
、
又
実
体
上
の
請
求
権
の
存
否
の
確
定
を
本
案
訴
訟
に
譲
り
乍
ら
、
債
権
者
の
責
任
に
於
て
権
利
の
保
全
を
図
り
、
且
つ
相

手
方
の
受
忍
に
よ
っ
て
自
己
の
利
益
を
得
る
と
こ
ろ
の
簡
易
、
迅
速
、
暫
定
的
に
し
て
然
も
強
力
な
措
置
な
の
で
あ
る
か
ら
、
後
に

権
利
が
な
い
と
さ
れ
た
以
上
、
原
則
と
し
て
債
権
者
に
過
失
が
あ
る
も
の
と
推
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
（
山
形
地
判
昭
和
一
一
一

八
年
五
月
一
日
判
例
時
報
三
五
六
号
四
六
頁
）
と
か
、
「
仮
差
押
命
令
は
一
応
の
疎
明
に
基
づ
い
て
発
せ
ら
れ
、
債
権
者
は
こ
れ
に

よ
っ
て
簡
易
、
迅
速
に
権
利
の
保
全
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
…
…
当
事
者
間
の
公
平
の
観
点
か
ら
当
該
仮
差
押
の

申
請
に
つ
き
債
権
者
に
過
失
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
（
東
京
地
判
昭
和
四
六
年
六
月
一
八
日
判
例
時
報

８

六
四
四
号
六
九
頁
）
と
い
う
よ
う
に
判
示
し
て
い
劃
。
要
す
る
に
、
保
全
処
分
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
て
、
債
務
者
を
一
般
の
不
法

行
為
の
被
害
者
よ
り
も
保
護
す
る
の
が
当
事
者
間
の
衡
平
に
か
な
う
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
判
例
を
支
持
す
る
学
説
も
つ
と
に

過
失
の
推
定
の
理
由
を
そ
こ
に
見
出
し
、
例
え
ば
吉
川
大
二
郎
博
士
は
、
「
保
全
処
分
が
権
利
実
現
保
全
の
為
に
簡
易
。
迅
速
に
与

へ
ら
れ
る
暫
定
的
な
而
も
強
力
な
措
置
で
あ
る
と
い
う
本
質
の
故
に
、
保
全
処
分
の
違
法
な
り
し
場
合
、
之
を
利
用
す
る
債
権
者
の

Ｉ
９

賠
償
責
任
を
…
…
拡
大
す
る
こ
と
が
や
が
て
『
損
害
の
公
平
な
る
分
担
』
の
理
想
に
も
合
致
す
る
所
以
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
。

過
失
の
推
定
の
理
由
を
明
示
し
な
い
判
決
も
同
一
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
学
説
も
判
例
の
過
失
推
定
の
理
由
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を
一
般
に
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
無
過
失
責
任
を
認
め
る
近
時
の
判
決
の
論
拠
も
、
「
仮
処
分
は
、
実
体
法
上
の
権
利
の
存
在
を
終
局
的
に
確
定
す
る
こ

と
な
く
、
疎
明
だ
け
で
裁
判
所
の
判
断
を
受
け
、
申
請
人
の
一
方
的
利
益
の
た
め
に
、
被
申
請
人
の
受
忍
の
下
に
行
う
も
の
で
あ
る

か
ら
、
申
請
人
は
そ
の
執
行
か
ら
生
ず
る
損
害
を
賠
償
す
べ
き
全
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
」
（
福
岡
地
小
倉
支
判
昭

和
四
一
一
年
一
一
一
月
一
一
六
日
判
例
時
報
五
二
八
号
六
九
頁
）
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
右
に
見
た
過
失
の
推
定
の
理
由
と
基
本
的
に
は
同

一
の
考
慮
に
基
づ
い
て
い
る
。
無
過
失
責
任
説
に
立
つ
学
説
も
同
様
で
、
例
え
ば
野
田
良
之
博
士
は
、
「
思
ふ
に
仮
差
押
仮
処
分
手

続
は
簡
易
迅
速
に
執
行
者
の
利
益
を
保
全
す
る
強
力
手
段
で
あ
る
。
か
か
る
非
常
手
段
に
よ
っ
て
、
執
行
者
は
利
益
を
得
る
事
の
大

り

な
る
丈
け
、
そ
れ
丈
け
又
責
任
も
大
な
る
事
が
至
当
で
あ
都
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
保
全
処
分
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
て

償
権
者
を
一
般
の
不
法
行
為
の
被
害
者
よ
り
も
保
護
す
る
の
が
当
事
者
間
の
衡
平
に
か
な
う
、
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
点
で
、

過
失
推
定
説
も
無
過
失
責
任
説
も
共
通
し
て
お
り
、
た
だ
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
債
権
者
の
保
護
と
し
て
債
権
者
の
無
過
失
責
任
を

認
め
る
の
と
過
失
の
推
定
に
と
ど
め
る
の
と
で
い
ず
れ
が
適
当
か
、
無
過
失
責
任
と
す
る
と
保
全
処
分
制
度
の
利
用
を
不
当
に
陦
曙幻

さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
解
釈
論
と
し
て
無
過
失
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
等
で
両
説
に
分
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
“
。

と
こ
ろ
で
近
時
の
学
説
に
は
、
不
当
保
全
処
分
に
つ
き
判
例
の
認
め
る
過
失
の
推
定
は
、
い
わ
ゆ
る
法
律
上
の
推
定
Ⅱ
立
証
責
任

Ｉ
３

の
転
換
で
は
な
く
事
実
上
の
推
定
Ⅱ
立
証
の
必
要
の
転
換
に
す
ぎ
な
い
、
と
解
す
る
も
の
が
少
く
な
い
。
今
の
場
合
、
立
証
責
任
の

転
換
と
立
証
の
必
要
の
転
換
の
差
異
は
、
前
者
で
は
、
通
常
の
不
法
行
為
に
お
け
る
過
失
の
立
証
責
任
を
こ
の
場
合
に
は
転
換
し
て

債
権
者
に
無
過
失
の
立
証
責
任
を
課
し
、
し
た
が
っ
て
過
失
の
有
無
が
真
偽
不
明
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
債
権
者
は
敗
訴
と
な
る
が

後
者
で
は
、
過
失
の
立
証
責
任
は
動
か
さ
ず
、
過
失
を
一
応
推
定
す
る
け
れ
ど
も
債
権
者
は
そ
れ
に
対
し
反
証
を
挙
げ
て
真
偽
不
明
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に
持
ち
込
め
ば
敗
訴
を
免
れ
る
点
に
存
す
劃
。
な
る
ほ
ど
過
失
を
推
定
す
る
判
例
の
多
く
は
、
「
一
応
ハ
債
権
者
二
過
失
ア
ル
モ
ノ

ト
見
ル
可
ケ
レ
ト
モ
然
し
ト
モ
債
権
者
ノ
強
一
一
出
テ
タ
ル
相
当
ノ
理
由
ア
ル
場
合
一
一
ハ
過
失
ア
リ
卜
云
フ
ヲ
得
ス
」
（
大
判
明
治
四

一
年
七
月
八
日
民
録
一
四
輯
八
四
七
頁
）
「
他
に
特
段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
右
申
請
人
に
お
い
て
過
失
が
あ
っ
た
も
の
と
推
認

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
申
請
人
に
お
い
て
、
そ
の
挙
に
出
る
に
つ
い
て
相
当
な
事
由
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

右
取
消
の
一
事
に
よ
っ
て
同
人
に
当
然
過
失
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
（
前
出
の
昭
和
四
三
年
最
高
裁
判
決
）

と
い
う
の
で
あ
り
、
「
過
失
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
の
表
現
か
ら
立
証
の
必
要
の
転
換
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ

りＩ

れ
ろ
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
上
の
推
定
と
い
う
概
念
が
推
定
の
本
質
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
そ
の
推
定
の
結
果
、
立
証
の
必
要
の
転
換

を
生
じ
る
す
べ
て
の
も
の
を
包
摂
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
判
例
の
い
う
過
失
の
推
定
は
事
実
上
の
推
定
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
一
般
に
事
実
上
の
推
定
と
い
う
概
念
は
、
自
由
心
証
主
義
に
お
け
る
事
実
認
定
の
過
程
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
ぉ

６

け
る
論
理
則
、
経
験
則
の
適
用
の
結
果
、
と
の
意
で
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
ぶ
。
過
失
の
事
実
上
の
推
定
に
つ
い
て
い
え
ば
、

経
験
上
、
こ
れ
こ
れ
の
事
実
が
あ
れ
ば
通
常
は
過
失
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
に
事
実
上
の
推
定
が
生
じ
る
と
さ

れ
る
。
不
当
保
全
処
分
に
お
け
る
債
権
者
の
過
失
の
推
定
は
、
こ
の
普
通
の
用
語
法
に
お
け
る
事
実
上
の
推
定
と
い
い
う
る
で
あ
ろ

う
か
。
す
な
わ
ち
、
被
保
全
権
利
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
全
処
分
を
利
用
し
た
債
権
者
に
は
、
被
保
全
権
利
欠
映
を
知
ら
な
か

っ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
蓋
然
性
を
も
っ
て
推
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

学
説
で
こ
れ
に
ふ
れ
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
を
否
定
す
る
。
「
事
の
蓋
然
性
の
み
か
ら
見
る
と
き
は
権
利
な
く
し
て
仮
差

７

押
を
為
す
者
の
多
く
が
過
失
だ
と
は
、
必
ず
し
も
一
一
二
□
い
得
な
い
こ
と
で
あ
帥
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
被
保
全
権
利
欠
飲
を
知
る
こ

と
が
で
き
た
は
ず
だ
と
い
う
蓋
然
性
が
被
保
全
権
利
欠
映
自
体
か
ら
生
じ
る
は
ず
は
な
く
、
当
然
に
否
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
す
で
に
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見
た
よ
う
に
、
判
例
の
過
失
推
定
の
理
由
は
保
全
処
分
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
の
当
事
者
間
の
衡
平
に
あ
る
が
、
「
事
実
上
の
推
定

は
飽
く
迄
事
物
の
蓋
然
性
に
基
く
純
然
た
る
事
実
判
断
の
法
則
で
あ
り
、
…
…
衡
平
の
要
求
乃
至
は
合
目
的
考
慮
等
に
対
し
て
は
白

８

紙
な
も
の
で
あ
る
。
裁
判
官
は
事
実
認
定
に
際
し
て
は
当
事
者
間
の
具
体
的
衡
平
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
㈹
。
」
と
い
う
立
場
か
ら

４

９

は
、
こ
れ
が
事
実
上
の
推
定
で
な
い
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
当
事
者
間
の
衡
平
を
も
加
味
す
る
と
し
て
も
、
事

物
の
蓋
然
性
を
基
礎
と
す
る
限
り
、
不
当
保
全
処
分
に
お
け
る
債
権
者
の
過
失
の
推
定
を
事
実
上
の
推
定
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

である鋤。況や、学者のいういわゆる一応の推定や犠見証明が、事物の高度の蓋然性に基づくとされる限伽、’
１

０

応
の
推
定
や
表
見
証
明
に
当
た
ら
な
い
こ
と
多
一
一
二
口
を
要
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
不
当
保
全
処
分
に
お
け
る
判
例
の
過
失
の
推
定
は
、
事
物
の
蓋
然
性
に
基
づ
か
ず
に
立
証
の
必
要
を
転
換
す
る
も

の
で
あ
り
、
通
常
の
用
語
法
に
お
け
る
事
実
上
の
推
定
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
、
自
由
心
証
主
義
に
お
け
る
事
実
認
定
の
過
程
そ
の

も
の
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
お
け
る
論
理
則
、
経
験
則
の
適
用
の
結
果
、
で
は
な
く
、
す
で
に
立
証
責
任
の
領
域
に
踏
み
込
ん
で
お
り
、

，

立
証
責
任
を
一
部
転
換
す
る
も
の
で
あ
鞭
。
そ
し
て
判
例
中
に
は
、
同
じ
く
保
全
処
分
の
特
殊
性
を
理
由
に
立
証
責
任
を
全
部
転
換

す
る
と
見
ら
れ
る
も
の
も
す
で
に
現
わ
れ
て
い
る
。
東
京
地
判
昭
和
四
一
年
七
月
一
一
○
日
判
例
時
報
四
六
一
号
四
一
一
頁
は
、
「
と
こ

ろ
で
保
全
処
分
は
迅
速
に
債
権
者
の
権
利
を
保
全
す
る
た
め
に
疎
明
と
い
う
比
較
的
簡
単
な
立
証
で
利
用
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
一
方
債
務
者
に
対
す
る
影
響
は
極
め
て
甚
大
な
も
の
が
あ
る
。
従
っ
て
か
よ
う
な
便
宜
な
制
度
を
利
用
し
た
以
上
、
こ
の
仮
処
分

に
暇
疵
が
あ
り
、
債
務
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
は
、
こ
の
仮
処
分
の
申
請
及
び
執
行
に
つ
き
故
意
過
失
が
な
か
っ
た
こ
と
を
債
権

者
自
ら
主
張
立
証
し
な
い
限
り
、
そ
の
責
任
は
免
れ
え
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
い
鋼
・

不
当
保
全
処
分
に
つ
き
判
例
の
認
め
る
過
失
の
推
定
を
事
実
上
の
推
定
と
解
す
る
学
説
が
、
判
例
は
被
保
全
権
利
欠
映
自
体
か
ら

事
物
の
蓋
然
性
に
よ
り
債
権
者
の
過
失
を
推
定
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
以
上
の
理
由
に
よ
り
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
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な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
判
例
は
被
保
全
権
利
欠
快
か
ら
一
般
的
に
債
権
者
の
過
失
を
推
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
当
該
の
事

案
の
具
体
的
事
実
を
審
理
・
認
定
し
て
そ
こ
か
ら
事
物
の
蓋
然
性
に
基
づ
く
事
実
上
の
推
定
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
考
慮
に
値
す
鋼
。
し
か
し
、
判
例
は
判
決
理
由
に
お
い
て
不
当
保
全
処
分
に
つ
き
一
般
的
に
債
権
者
の
過
失
を
推
定
し
て

い
る
こ
と
、
過
失
の
推
定
の
理
由
を
明
示
し
て
い
る
も
の
は
そ
れ
を
当
事
者
間
の
衡
平
に
求
め
て
い
る
こ
と
、
同
一
の
理
由
に
よ
り

立
証
責
任
の
転
換
さ
ら
に
は
無
過
失
責
任
を
認
め
る
判
決
も
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
判
例
認
識
は
成
り
立
ち
得
な
い
と
恩

過
失
推
定
説
に
立
つ
学
説
の
い
う
過
失
の
推
定
が
多
く
の
判
例
の
よ
う
に
立
証
の
必
要
の
転
換
に
と
ど
ま
る
も
の
か
立
証
責
任
の

例
転
換
を
認
め
る
も
の
か
は
明
確
で
な
い
。

判
例
の
多
数
が
立
証
責
任
の
転
換
ま
で
行
か
ず
に
立
証
の
必
要
の
転
換
に
と
ど
ま
っ
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
債
務
者
の
保
識

と
し
て
そ
れ
で
十
分
と
考
え
た
た
め
か
、
そ
れ
と
も
当
初
は
明
文
の
規
定
な
し
に
立
証
責
任
の
転
換
ま
で
行
く
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ

た
た
め
か
、
は
た
ま
た
事
実
上
の
推
定
の
粉
飾
を
ま
と
う
た
め
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
判
例
の
い
う
過
失
の
推
定
は
事
物
の
蓋
然
性
に

基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
保
全
処
分
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
て
債
務
者
を
一
般
の
不
法
行
為
の
被
害
者
よ
り
も
保
護
す
る
の
が
当
事

者
間
の
衡
平
に
か
な
う
と
い
う
考
慮
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で
、
立
証
責
任
の
転
換
さ
ら
に
は
無
過
失
責
任
説
と
の
連
続
面
を
有
し

㈱
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

わ
れ
る
。
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⑤
戦
後
の
下
級
審
判
決
で
前
者
に
属
す
る
も
の
は
約
六
件
、
後
者
に
属
す
る
も
の
は
約
二
件
。

⑥
結
果
同
旨
、
松
浦
・
前
掲
・
判
例
時
報
八
三
六
号
四
頁
。

、
事
案
は
す
べ
て
保
全
処
分
取
消
ま
た
は
本
案
訴
訟
債
権
者
敗
訴
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

⑧
ほ
か
に
、
東
京
地
判
昭
和
三
九
年
八
月
一
七
日
判
例
時
報
一
一
一
八
九
号
六
八
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
四
○
年
一
○
月
二
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
八

五
号
一
七
頁
、
東
京
地
判
昭
和
四
一
年
七
月
二
○
日
判
例
時
報
四
六
一
号
四
二
頁
な
ど
。

⑨
吉
川
・
前
掲
四
五
七
頁
。
同
旨
、
前
述
注
仙
の
文
献
。

㈹
判
例
の
過
失
推
定
の
理
由
は
保
全
処
分
の
特
殊
性
を
考
慮
し
た
当
事
者
間
の
衡
平
で
あ
る
と
見
る
も
の
は
、
吉
川
・
前
掲
四
五
八
頁
、
田
中

和
夫
・
前
掲
判
批
・
同
所
、
千
種
達
夫
・
前
掲
判
批
・
同
所
、
中
川
・
前
掲
八
二
頁
、
斎
藤
Ⅱ
桜
田
・
前
掲
一
六
頁
、
古
崎
・
前
掲
三
一
六
頁
、

我
妻
ほ
か
編
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
Ⅵ
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
一
五
六
頁
（
四
宮
和
夫
）
、
桜
田
・
判
批
・
保
全
判
例
百
選
一

七
一
頁
、
判
例
の
過
失
推
定
の
理
由
は
当
事
者
間
の
衡
平
で
あ
る
と
は
明
言
し
な
い
が
、
そ
う
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
は
、
我
妻
・
前
掲
一

⑪
吉
川
。
前
掲
四
五
八
頁
、
田
中
和
夫
・
判
批
・
民
商
法
雑
誌
一
巻
二
号
八
二
頁
、
千
種
達
夫
・
判
批
・
民
商
法
雑
誌
四
巻
一
号
一
六
一
一
一
頁
、

我
妻
栄
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
怯
行
為
（
新
法
学
全
集
）
二
五
頁
。

②
大
判
明
治
一
一
一
五
年
一
二
月
五
日
民
録
八
輯
一
一
巻
二
六
頁
。
過
失
を
推
定
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
。

側
大
判
大
正
一
○
年
四
月
四
日
民
録
二
七
輯
六
八
二
頁
、
大
判
昭
和
九
年
六
月
一
五
日
民
集
一
一
一
一
巻
一
一
六
四
頁
、
大
判
昭
和
一
三
年
五
月
七

日
民
集
一
七
巻
一
○
号
八
七
六
頁
な
ど
。

例
戦
後
の
下
級
審
判
決
で
被
保
全
権
利
欠
映
の
事
案
に
お
い
て
過
失
を
推
定
す
る
も
の
は
、
岐
阜
地
判
昭
和
二
九
年
七
月
二
日
下
民
集
五
巻
七

号
一
○
二
六
頁
な
ど
約
一
八
件
、
過
失
を
推
定
し
な
い
も
の
は
、
東
京
地
判
昭
和
四
五
年
一
一
月
一
七
日
判
例
時
報
六
二
五
号
六
二
頁
な
ど
四

件
｡

注
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一
六
頁
、
兼
子
一
・
判
批
・
判
例
民
事
法
昭
和
一
一
一
一
年
度
二
二
六
頁
、
平
野
・
前
掲
判
批
四
一
一
一
頁
、
末
延
・
前
掲
判
批
四
二
五
頁
。

Ⅲ
野
田
・
前
掲
判
批
二
二
頁
。
他
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

脳
例
え
ば
千
種
達
夫
・
前
掲
判
批
一
六
二
頁
以
下
は
、
元
来
な
ら
ば
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
債
権
者
に
そ
の
危
険
を
負
担
さ
せ
る
の
が
妥
当
で

あ
る
が
、
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は
少
し
行
き
過
ぎ
た
よ
う
な
感
が
な
い
で
も
な
い
の
で
過
失
を
推
定
す
る
判
例
に
賛
成
で
あ
る
、
と
述
べ
、

吉
川
・
前
掲
四
三
三
頁
以
下
は
、
無
過
失
責
任
説
に
は
多
く
聴
く
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
無
過
失
責
任
を
絶
対
に
貫
く
と
保
全
処
分
の
利
用
を

不
当
に
陦
鰭
さ
せ
る
か
ら
判
例
に
賛
成
で
あ
る
、
と
い
う
。

⑬
兼
子
編
・
判
例
保
全
訴
訟
下
巻
九
○
九
頁
、
川
村
俊
雄
・
判
批
・
民
商
法
雑
誌
六
一
巻
五
号
八
四
三
頁
、
加
藤
雅
信
・
判
批
・
法
学
協
会
雑

誌
八
七
巻
六
号
七
七
一
一
一
頁
、
松
浦
・
前
掲
・
判
例
時
報
八
三
六
号
四
頁
。
こ
れ
に
対
し
立
証
責
任
の
転
換
と
見
る
も
の
は
、
桜
田
・
前
掲
判
批

一
七
一
頁
、
篠
原
弘
志
・
注
釈
民
法
⑬
一
六
五
頁
、
「
事
実
上
の
立
証
責
任
の
転
換
」
と
表
現
す
る
も
の
は
、
我
妻
ほ
か
編
・
前
掲
判
例
コ
ン

メ
ン
タ
ー
ル
一
五
六
頁
（
四
宮
）
、
古
崎
・
前
掲
三
一
五
頁
。

●

Ｍ
松
浦
・
前
掲
五
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
法
律
上
の
推
定
は
推
定
規
定
な
し
の
推
定
で
あ
り
、
準
法
律
上
の
推
定
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

る
。
法
律
上
の
推
定
と
い
う
用
語
の
定
義
に
つ
き
、
賀
集
唱
（
司
会
）
「
証
明
責
任
論
と
そ
の
周
辺
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
五
○
号
五
四
頁
以
下

旧
中
野
教
授
も
こ
れ
ら
の
判
決
を
引
用
し
て
、
こ
れ
ら
は
債
権
者
側
に
無
過
失
の
立
証
責
任
を
課
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
る
。
中
野

頁
一
郎
「
過
失
の
。
応
の
推
定
』
に
つ
い
て
」
過
失
の
推
認
八
頁
。

㈱
兼
子
「
推
定
の
本
質
及
び
効
果
に
つ
い
て
」
民
事
法
研
究
一
巻
三
○
○
頁
以
下
、
岩
松
三
郎
「
経
験
則
論
」
民
事
裁
判
の
研
究
一
五
六
頁
以

下
、
田
中
和
夫
「
事
実
上
の
推
定
に
つ
い
て
」
裁
判
官
特
別
研
究
鐙
書
一
九
号
一
頁
以
下
、
円
山
雅
也
「
過
失
の
推
定
に
つ
い
て
」
司
法
研
修

所
創
立
十
周
年
記
念
論
文
築
上
（
民
事
編
）
四
七
○
頁
以
下
、
新
堂
幸
司
・
民
事
訴
訟
法
三
五
五
頁
な
ど
通
説
。
反
対
、
牧
野
英
一
「
法
律
的

方
法
と
し
て
の
推
定
」
法
律
に
お
け
る
価
値
の
論
理
一
九
四
頁
以
下
。
事
実
上
の
推
定
は
蓋
然
性
よ
り
も
む
し
ろ
衡
平
の
原
則
に
基
礎
を
お
く

（
特
に
倉
田
発
言
）
参
照
。
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㈱図⑪

㈱
我
妻
ほ
か
編
・
前
掲
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
’
五
六
頁
（
四
宮
）
、
古
崎
・
前
掲
三
一
五
頁
が
、
判
例
の
い
う
過
失
の
推
定
を
「
事
実
上
の

立
証
責
任
の
転
換
」
と
表
現
す
る
の
は
あ
る
い
は
こ
の
趣
旨
か
。

ち
な
み
に
、
立
証
責
任
の
領
域
に
踏
み
込
ん
で
い
る
以
上
、
過
失
の
推
定
を
し
な
い
こ
と
が
上
告
理
由
と
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
大
判

昭
和
一
三
年
五
月
七
日
民
築
一
七
巻
八
六
七
頁
は
こ
れ
を
認
め
る
。

剛
同
旨
、
東
京
地
判
昭
和
四
三
年
六
月
二
四
日
判
例
時
報
五
四
一
号
四
六
頁
。

Q０Ｉｕ９ｕｍ

伽
我
妻
・
前
掲
一
一
五
頁
一
一
六
頁
。
同
旨
、
野
田
・
前
掲
判
批
二
一
頁
、
兼
子
・
前
掲
判
批
二
二
六
頁
、
円
山
。
前
掲
四
六
七
頁
注
②
、
中

野
・
前
掲
四
九
頁
注
（
閑
）
。
こ
れ
に
対
し
、
千
種
達
夫
・
前
掲
判
批
一
六
三
頁
は
、
過
失
の
推
定
の
理
由
を
保
全
処
分
の
特
殊
性
を
考
慮
し

た
当
事
者
間
の
衡
平
に
求
め
つ
つ
、
「
蓋
然
性
の
上
か
ら
も
こ
の
推
定
を
無
理
だ
と
は
思
わ
な
い
。
」
と
い
う
。

ち
な
み
に
、
兼
子
・
前
掲
判
批
は
過
失
の
蓋
然
性
を
否
定
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
無
過
失
の
蓋
然
性
を
肯
定
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
か
か

る
蓋
然
性
は
寧
ろ
否
定
す
べ
き
で
あ
り
、
却
っ
て
兜
も
角
債
権
者
は
一
応
仮
差
押
（
仮
処
分
）
の
要
件
を
疎
明
し
て
、
其
の
命
令
を
得
た
上
で

為
す
の
で
あ
る
か
ら
、
債
権
者
の
善
意
な
限
り
過
失
は
な
い
も
の
と
推
測
す
る
の
が
常
識
的
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
行
き
過

も
の
だ
と
す
る
。

ぎ
で
あ
ろ
う
。

中
野
・
前
掲
四
七
頁
は
、
い
わ
ゆ
る
一
応
の
推
定
を
事
物
の
高
度
の
蓋
然
性
に
基
づ
か
せ
な
が
ら
も
当
事
者
間
の
衡
平
な
ど
も
考
慮
に
入
れ

る
が
、
四
九
頁
注
（
的
）
で
は
不
当
保
全
処
分
に
お
け
る
債
権
者
の
過
失
の
推
定
に
つ
い
て
は
一
応
の
推
定
を
否
定
す
る
よ
う
で
あ
る
。

通
説
。
反
対
、
渡
辺
武
丈
「
表
見
証
明
に
関
す
る
二
・
｜
一
一
の
問
題
」
愛
媛
法
学
五
号
一
二
七
頁
以
下
。

兼
子
・
前
掲
三
○
四
頁
。
同
旨
、
円
山
・
前
掲
四
七
一
頁
。

前
述
注
⑩
参
照
。

前
述
注
⑰
。
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㈱
兼
子
・
前
掲
、
川
村
俊
雄
・
前
掲
判
批
は
「
事
実
上
の
推
定
」
と
い
う
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
が
通
常
の
用
語
法
に
お
け
る
事
実
上
の
推
定
を

意
味
す
る
も
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
加
藤
雅
信
・
前
掲
判
批
、
松
浦
・
前
掲
は
明
確
に
「
蓋
然
性
に
基
づ
く
事
実
上
の
推
定
」

と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
松
浦
教
授
は
「
仮
の
地
位
仮
処
分
で
債
権
者
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
過
失
の

事
実
上
の
推
定
を
働
か
せ
る
べ
き
で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
む
し
ろ
無
過
失
の
事
実
上
の
推
定
を
働
か
せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
（
判
例

時
報
八
三
七
号
六
頁
）
と
い
わ
れ
る
の
で
、
教
授
の
い
う
事
実
上
の
推
定
は
、
事
物
の
蓋
然
性
よ
り
も
む
し
ろ
当
事
者
間
の
衡
平
に
重
点
が
あ

る
よ
う
で
あ
る
。
松
浦
・
書
評
「
中
野
貞
一
郎
著
過
失
の
推
認
」
民
商
法
雑
誌
七
八
巻
六
号
八
六
○
頁
八
六
一
頁
も
参
照
。

㈱
加
藤
雅
信
・
前
掲
判
批
七
七
一
頁
は
こ
の
趣
旨
か
。
し
か
し
七
七
二
頁
で
は
、
法
律
構
成
を
抜
き
に
検
討
す
る
と
判
例
は
不
当
保
全
処
分
自

体
か
ら
事
物
の
蓋
然
性
に
よ
り
過
失
を
推
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
程
度
は
い
え
る
と
し
、
七
七
七
頁
で
は
、
多
く
の
場
合
は
不
当
保

全
処
分
自
体
か
ら
事
物
の
蓋
然
性
に
よ
り
過
失
が
推
定
さ
れ
る
と
す
る
。

⑰
例
え
ば
吉
川
・
前
掲
四
四
○
頁
以
下
に
は
「
立
証
責
任
の
転
換
」
な
る
語
句
と
と
も
に
「
賠
償
義
務
者
に
過
失
の
反
証
を
許
し
つ
つ
」
な
る

語
句
も
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
立
証
責
任
の
転
換
を
主
張
す
る
も
の
と
解
す
る
か
（
加
藤
雅
信
・
前
掲
判
批
。
七
七
七
頁
注
Ｈ
）
、
立
証
の

必
要
の
転
換
を
主
張
す
る
も
の
と
解
す
る
か
（
松
浦
・
前
掲
・
判
例
時
報
八
三
六
号
六
頁
注
（
胆
）
）
は
微
妙
で
あ
る
。
前
述
注
仙
の
他
の
文
献

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ち
な
み
に
判
例
に
も
同
様
に
明
確
で
な
い
も
の
が
存
す
る
。
例
え
ば
東
京
地
判
昭
和
四
三
年
六
月
一
一
四
日
判
例
時

剛
ち
な
み
に
、
近
時
、
立
証
責
任
分
配
論
争
が
活
発
で
あ
る
が
、
通
説
た
る
規
範
説
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
は
、
不
当
保
全
処
分
に
お
け
る
判

例
の
過
失
の
推
定
を
自
説
に
有
利
に
援
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ま
だ
こ
れ
に
触
れ
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
。

報
五
四
一
号
四
六
頁
。


